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Ⅰ は じ め に

司法制度改革以来，市民の紛争行動，相談行動（助言探索行動），法使用行動

に関する経験的研究や，弁護士その他の法的支援活動に関する経験的研究が多

数行われるようになり，その成果が蓄積しつつある
1)
。その結果，司法アクセ

スに関する従来の通念を修正し，より緻密な問題把握をするべき段階に来てい

る。また，経験的研究をさらに進めていくうえでの論点整理と分析枠組みの精

緻化が必要になっている。

本稿の目的は，近年のそのような司法アクセスに関する経験的な法社会学研

究の成果を整理して，研究をさらに進めるための準備作業を行うことにある。
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�） 代表的な経験的研究として，樫村（2005, 2006, 2008, 2009, 2010），村山・松村編（2006），

岡山リーガル・ネットワーク研究会編（2006），佐藤・菅原・山本編（2006），Sugino &

Murayama（2006）, 民事訴訟制度研究会編（2007, 2012），Murayama（2007, 2009），佐藤

（2008, 2009），村山（2008, 2009, 2010a, b），濱野（2009），松村・村山編（2010），村山他

（2010），樫村・武士俣編（2010），フット・太田編（2010），日本司法支援センター編（2010,

2014），吉岡（2013），菅野他（2013），杉野（2014），山口（2015），日弁連法務研究財団編

（2017）などを参照。



司法アクセス問題は民事分野と刑事分野に区別され，後者には国選弁護（被

疑者段階と被告人段階）と国選付添人，犯罪被害者支援などが含まれる。本稿

は，経験的研究が蓄積している民事分野を主たる対象として論じる。

なお，̧ access to justiceÂの訳語として，より直訳に近い「正義へのアクセ

ス」という語が用いられる場合も少なくないが，本稿では便宜的に「司法アク

セス」に統一する
2)
。

Ⅱ 「司法アクセス」の意味

「司法アクセス」概念の学問的起源は必ずしも明確ではないが
3)
，1970 年代

には¸access to justiceÂという概念を用いた法社会学的・手続法的研究が存

在し（代表的なものとしてフローレンス・プロジェクトがあり Cappelletti & Garth

1978/9 参照
4)
），法曹や政府の司法関係者によって政策上の概念として長年用い

られてきた。司法制度改革審議会意見書においても用いられ（目標の一つとし

て司法アクセスの拡充が掲げられている
5)
），2006年には司法アクセス学会が創

設された
6)
。

こうして，「司法アクセス」という語はわが国でも広く用いられるに至って

司法アクセスに関する論点（濱野 亮）
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�）naccess to justicetのnjusticet概念を狭義の「法的正義」ととらえると，本稿で論じるよ

うな，紛争や問題の「適切な解決」を含む広義の司法へのアクセスというとらえ方は，この概

念を拡張しすぎていると批判される余地がある。これは，問題解決アプローチ（problem solv-

ing approach）の評価と位置づけや，ADR の評価（例えば，Fiss［1984］の古典的な ADR 批

判に代表される見解参照）に関わる本質的な論点である。紛争における正義（正しさ）の実現

と，紛争の適切な（良い）解決との関係（異同）をどう考えるかにも関わっている。本稿では，

そのような論点の存在を認識しつつ，一つの立場として，naccess to justicetについて広義の

正義（司法）概念を採用している。

�） よく知られている早い時期の論文として Pound（1906）がある。

�） 訳書としてカペレッティ＆ガース（1981 = 1978），カペレッティ編（1982, 85 = 1978/79）が

ある。カペレッティとフローレンス・プロジェクトについては，Economides（2014）参照

（2014 年 12 月 11 日にフィレンツェで開催された European University Institute とフローレン

ス大学共催の会議nProcess and Constitution: The Heritage of Mauro Cappellettitで提出され

た論稿，http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/Conferences/HeritageCa-

ppelletti/HeritageCappellettiprogramme.pdf，2016/08/20 アクセス）。

�）「21 世紀の司法制度の姿」として「民事司法については，国民が利用者として容易に司法へ

アクセスすることができ，多様なニーズに応じた適正・迅速かつ実効的な救済が得られるよう

な制度の改革が必要である。」とする。司法制度改革審議会（2001: Ⅰ，第 3，2）。

�） 司法アクセス学会のホームページ（https://jaaj.jp/，2017/10/24 アクセス）参照。



いるが，その意味は必ずしも明確ではない。問題や紛争の解決において実定法

システムを用いるのが適切であるという価値判断を暗黙の前提として，あるい

は漠然と想定して用いられる傾向がある。この点について，その前提や想定の

当否と留保条件に関して理論的な検討を加えておく必要がある。

まず，司法アクセス論において司法とは，通常，狭義の裁判所（裁判手続）

にとどまらず，ADRや弁護士，司法書士等隣接法律専門職などを含む法シス

テムを指す（カペレッティ＆ガース 1981 = 1979: ⅰ, 4, 58-59, 87-139）。そこには，

裁判外紛争解決手続き（ADR）や裁判所外の弁護士による交渉等も含まれる。

アクセスの端緒として従来想定されてきたのは，問題・紛争・トラブル・も

め事など（以下，「問題」と「紛争」で代表させる）であるが
7)
，それらの発生を

予防するための法システムへのアクセスも含まれる。発生した問題・紛争の解

決のための法システムへのアクセスを中核としつつも，予防法的な法システム

利用も対象外とはしない。紛争とその予防は現実には連続しているからであ

る。

次に，司法アクセスとは，わが国では法システムへたどりつく局面だけを指

すと考えがちであるが，これは，「司法」という訳語に由来する誤解である。

¸access to justiceÂという英語が明確に含意しているように，正しい処理，正

義の実現，権利の保障・実現，適切（適正・妥当）な解決を意味している（カ

ペレッティ＆ガース［1981 = 1979: i, ii］）。それは，過程（手続）の適正さと結果

の正しさの双方を含んでいる（同）。

この過程（手続）と結果の正しさは，狭義に捉えれば，法的正しさ（法的正

義）に限定される。その場合，中心にあるのは実定法の手続的・実体的に適正

な適用である。

しかしながら，弁護士や裁判所の任務について，実定法の適正な適用による

法的正義の実現だけではなく，問題・紛争の総体を視野に入れた適切な解決に

まで射程を広げる有力な考え方がある。英語圏で problem solving approach，

holistic approach（holism），client-centered approach などと呼ばれる潮流（以

下，問題解決型アプローチと呼ぶ）である（Menkel-Meadow 2003; Mnookin et al.
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�） 後に述べるように，最新の研究では，問題や紛争を端緒とした司法アクセスに加えて，問題

や紛争として認知されていない潜在的な法的ニーズと，それを司法にどうつなぐかが，司法ア

クセスを論じる上でも重要であり，経験的研究においても視野に入れるべきであるとされてい

る点に留意しなければならない。



2000: 173-271; Parker & Evans 2014: 43-49)
8)
。日本でも，井上治典の手続保障の

「第三期派」が提唱した民事手続の捉え方（井上 1993），廣田（2002，2010）の

提唱する紛争解決学，中村・和田（2004）の提唱する「リーガル・カウンセリ

ング」，弁護士の谷口（2010-12）や太田（2013-15）が実践し提唱するソーシャ

ルワーク
9)
としての弁護士活動などが問題解決型アプローチの代表的なものと

位置づけられる。法科大学院発足に伴い刊行され始めた交渉学に関する教科書

の多くも，問題・紛争の適切な解決を視野の中心に据えている（太田・野村編

2005; 太田・草野編著 2007; 小林編 2012; 名古屋ロイヤリング研究会編 2009; 日弁連

法科大学院センター・ローヤリング研究会編 2016）。

問題解決型アプローチの提唱者の多くは，司法のあらゆる活動が問題解決型

アプローチによって対応されるべきであるという立場を採るわけではない。問

題の特質に応じて，依頼者（当事者）の判断を基礎に，問題解決型アプローチ

を採るべき場合があるという立場が多い。その主眼は，伝統的な司法サービス

とそこにおける紛争処理が，実定法の適用及び訴訟・判決という狭い視点に制

約されてきた点を批判し，問題や紛争，依頼者や当事者を法以外の視点を含め

て全体論的（holistic)
10)
に捉え，問題や紛争の真の解決を追求するべきである

とする点にある。

もちろん，この問題解決型アプローチには，原理的な観点からの批判があ

り，また，実際上も危険と困難がある
11)
。

原理的批判としては，公開の法廷と判決ではなく私的な（非公式的な infor-

mal）交渉や ADRを用いることに伴うマイナス面が指摘され，理論的，実証

的に検討されている（例えば，Fiss 1984，批判論の紹介と検討として Menk-

el-Meadow 1985; Roberts & Palmer 2005: 45-65; 山本・山田 2015: 41-44 参照）。批

判論の要点は，山本・山田（同）が的確に整理するように，裁判所による法形

成・法宣言の軽視（機能縮小），紛争解決の非公開性に伴うマイナス面，当事

司法アクセスに関する論点（濱野 亮）
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	） 濱野（2016b, 2017b）でも簡単に紹介した。


） 司法ソーシャルワークについては，太田・長谷川・吉岡（2012），濱野（2016a, b，2017a, b,

c, d），日弁連法務研究財団編（2017）などを参照。

10） 全体論については Parker & Evans（2014: 44-45）参照。

11） 問題解決アプローチの価値，リスク，困難については，英語圏で研究が蓄積している。筆者

が参照して有益だった例としてフィッシャー他（1998 = 1991），Menkel ‒Meadow（2003），

Mnookin et al.（2000），フィッシャー＆シャピロ（2006 = 2005），ユーリー（2008 = 2007），

Parker & Evans（2014）がある。



者間の格差（力の不均衡）の軽視（格差の再生産）の�つに集約できる。

実際上の危険としては，例えば，問題解決型アプローチを相手方が採ったと

判断し，こちら側の不利な情報を開示した後，信頼関係が崩れて相手方が党派

的な対決姿勢を採るリスク（戦略的機会主義のリスク）がある（Mnookin et al.

2000: 130-144; 太田・野村編 2005: 73-74; 小林編 2012: 108-110）。

実際上の困難としては，時間とエネルギーがより必要になる傾向を指摘でき

る。特に相手方が問題解決型アプローチを採っていない場合，搾取されるリス

クを避けながら，問題解決型アプローチの土俵に相手を上らせ，双方のニーズ

を満たすウイン・ウインの解決をめざすのは，リスクを伴い，時間とエネルギ

ーをより多く求められる（Mnookin et al. 2000）。端的に，ウイン・ルーズ型の

通常の法的交渉（分配型交渉）アプローチを採ったほうがリスクもコストも小

さい場合が少なくないだろう。しかしながら，狭い法的な対応の限界を認識

し，問題解決のための選択肢を拡大するという点で大きな意義がある。ゼロサ

ム・ゲームではなく，価値創造的なウイン・ウインの解決を実現する可能性が

生まれる（Lewicki et al. 2016; Mnookin et al. 2000）。

以上のような原理的批判と，実際上の危険・困難が存在することに留意した

うえで，今日では，問題解決型アプローチは，狭義の司法的処理（法的正義の

実現）にとどまらず，司法利用者の選択肢を広げるという意味で有力な方法で

あることが学問的にも実務的にも確立している。

司法アクセスが，過程と結果において「正しい」処理を意味するという時，

法的な正しさにとどまらず，このような「問題解決」という視点からの正しさ

も含むものと捉えるべきである。このアプローチは，法的正義，すなわち，公

正な法的手続きと法的権利の実現という要素を中核としつつも，近年の問題解

決型アプローチによる選択肢の拡大を視野に入れ，正義の概念を拡張してい

る。

具体的な場面では，依頼者に対して，法的な対応と「問題解決」的対応の双

方を選択肢として提示し，弁護士と依頼者が協働しつつ，依頼者本人の納得の

いく紛争解決を実現するというアプローチを推奨する近年の内外の実務の有力

な考え方（Binder et al. 2012; 中村・和田 2004; 名古屋ロイヤリング研究会編 2009;

日弁連法科大学院センター・ローヤリング研究会編 2016）とも合致する。

このように，司法アクセスの拡充，司法アクセス障害の除去という時，それ

は，訴訟・判決を典型とする問題・紛争の実定法的処理が望ましいという価値
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判断を前提にしているわけではない点を強調する必要がある。アクセス障害を

取り除くことによって，より多くの人々にとって，現実にアクセス可能な選択

肢の中に司法が含まれるようになる。問題・紛争解決のために利用可能な社会

資源
12)
が増えることになる。司法の入り口段階でのアクセス障害の除去の意

義は，この社会資源としての選択肢の拡大にある。いずれの選択肢を選ぶかは

人々に委ねられている。選択肢を適切に選べるように，法律家が十分な情報提

供を行い，依頼者と質の高いコミュニケーションを行うことをもあわせて実現

しなければならない。

その結果として，弁護士など法専門職や裁判所を中心とする司法へのアクセ

スが容易になり，その利用者が増える確率は高まる。しかしながら，そのこと

は，訴訟や判決による紛争処理の増大を必ずしも意味しない。弁護士や司法書

士が，ADRや裁判外の交渉を選択肢として依頼者に提示することを当然の前

提とし
13)
，ADRや裁判外の交渉が選択された時，狭い実定法の視点を超えた

総合的な紛争解決を志向した法サービスを提供することも視野に入れている。

弁護士や司法書士が福祉職者，医療職者，行政と連携・協働して依頼者の総合

的な生活支援を担うという活動（司法ソーシャルワーク）も想定している。

言いかえると，司法が問題・紛争の処理に関わる頻度が高まるだけでなく，

その結果として，問題・紛争がどのように解決されるか，それが適正なもので

あるのかが問われるのであり，justice へのアクセスとは，そのような解決の

質を問題にしなければならない。

したがって，司法アクセスとは，司法に手が届かなかった人々が司法にたど

り着けるようになるという入口の段階（第一ステージ）と，その先の，問題・

紛争が適切に解決されるという出口までの過程（第二ステージ）の双方を対象

司法アクセスに関する論点（濱野 亮）
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12） 社会資源とは，社会福祉の領域で用いられる基本概念で，「ソーシャル・ニーズを充足する

ために動員される施設・設備，資金や物資，さらに集団や個人の有する知識や技能を総称して

いう」とされている（仲村他編 1982: 225）。弁護士サービスも，依頼者の生活を支える資源と

いう視点で見れば社会資源の一つである（吉岡［2013: 205］）。様々な社会資源をどう調整し開

発するかはソーシャルワークの重要な要素とされており，そのネットワーク化の必要が強調さ

れている。日本社会福祉学会事典編集委員会編（2014: 208-209［空閑浩人執筆］），仲村他監修

（2007: 432-435［白澤政和執筆］）。弁護士サービスも社会資源の一つである（一つにすぎない）

という発想は，わが国の法の世界にとっては新しいものであり，伝統的な法中心主義的発想に

対して根底から反省を迫っているのであり，これは，2000 年代から司法ソーシャルワークを実

践する弁護士達（例えば，太田［2013-15］; 谷口［2010-12］）によっても共有され，提示され

ている。



としなければならない。後者は，弁護士，司法書士，裁判官・書記官などの行

動の在り方，すなわち，法律家倫理
14)
と専門職責任の問題と深く関わってい

る（Economides 1998）。相談者や依頼者とのコミュニケーションの取り方，助

言の内容と方法，相手方とのコミュニケーションの取り方，相手方との交渉に

おける倫理・行動の在り方（太田・草野編著 147-166; 日弁連法科大学院センタ

ー・ローヤリング研究会編 2016: 72-80），裁判所その他の公式手続における代理

人・手続主催者の倫理・行動の在り方などが，問題・紛争の適切な解決を左右

する。

このように，司法アクセスの第二ステージは，法律家倫理と専門職責任が重

要な要素になる。経験的研究にとっては，第二ステージにおいて弁護士，司法

書士，裁判官などが，どのように行動しているのか，その結果，問題・紛争に

何がもたらされたのか，依頼者，当事者は，司法と問題・紛争の結果につい

て，どのように評価しているのか等が課題になる
15)
。

以下では，まず，司法アクセスの第一ステージについて，「アクセス障害」

の概念を分析し，次に経験的研究の成果を要約しながら論点を整理する。続い

て，第二ステージについて論点の整理を簡潔に行う。
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13） 弁護士は訴訟代理を業務の中心としてきたため，また，法科大学院発足以前は，法曹養成に

おいてADR に関して十分な教育がなされてこなかったこともあり，訴訟以外の選択肢につき

依頼者と協議する義務について，あまり弁護士間で認識が共有されてこなかったと推測される。

しかしながら，近年では，訴訟以外の ADR や交渉という選択肢を提示して，依頼者と十分協

議する必要性が強調されるに至っている（例えば，中村・和田 2006; 小林編 2012: 254--32，特

に 279-280）。弁護士倫理上の義務であるのかは，弁護士職務基本規程 29条（受任の際の説明

等）�項「弁護士は，事件を受任するに当たり，依頼者から得た情報に基づき，事件の見通し，

処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について，適切な説明をしなければならない。」の解釈の

問題になる。公式の解説書（日弁連弁護士倫理委員会編 2012: 91-93）は，「処理の方法」にあ

たるものとして，「調停の申立てをするのか訴訟の提起をするのか」という例を挙げている。よ

り広く様々なADRの可能性を依頼者に提示して，「適切な説明」をする弁護士倫理上の義務が

あるとされるのかは明らかでない。「適切な説明」とは何かを具体的に論じる必要がある。山

本・山田（2015: 435-36）は，この規定の解釈という文脈ではないが，「依頼人にとって最善の

紛争解決を考えることが弁護士の職務であるとするならば，ADR をも現実的な選択肢として

考慮し，訴訟を含めてどれが最も適切な紛争解決手段であるかについて助言する義務が生じる

こととなり，ADRについても十分な検討を要しよう」とする。

14） 法曹のみならず，狭義の法曹三者以外の法専門職者を含めた倫理なので法律家倫理と表現す

る。

15） 人々の訴訟行動に関する近年の経験的研究として，民事訴訟制度研究会編（2007, 2012），

佐藤・菅原・山本編（2006），フット・太田編（2010）参照。



Ⅲ 「司法アクセスの障害」という概念

元来，司法アクセスが研究と政策で採り上げられたのは，法と権利が全ての

人（法人を含む）に紙の上では等しく保障されているにもかかわらず，現実に

は，司法にアクセスできない大量の人々が存在するという現実があったからで

ある
16)
。この不平等は現実のレベルでは，法に本質的なものであり（資力格差

の存在は社会的に不可避であり，法使用にコストがかかり，法サービスの質が統計

的に価格に相関している程度において），法の下の平等という最も重要な法原則

自体は現実には実現し得ない。ヴェーバー（1974 = 1922）が，特にイングラン

ドの形式的合理的な近代法システムについてアイロニカルに指摘したように，

元来，法システム，特に民事法システムは，このような，有産階級のみに利用

可能であることを前提にして成り立っていたのであり，法規範の普遍性とは，

有産者間における普遍的な適用と保障を意味していた（ヴェーバー［1974 =

1922: 529］のいう裁判拒絶，また，カペレッティ＆ガース［1981 = 1978: 1-2］参

照）。

司法アクセスが学問的にも司法政策的にも本格的に採り上げられるに至るの

は，そのような法の自己矛盾（かつ欺瞞）が社会的に許容できない程度に顕在

化したとの認識が広まった段階であり，概ね，第二次世界大戦後である（カペ

レッティ＆ガース 1981 = 1978: 2-3; Johnson 1999; Goriely 1999)
17)
。これに対して，

わが国でこの問題が政府によって採り上げられるに至ったのは，ようやく

1990 年代後半であり（法務省による法律扶助制度改革
18)
），2001 年に公表された

司法制度改革審議会意見書において，本格的に取り組むべきであると提言され

た。その結果，総合法律支援法が制定され，日本司法支援センター（法テラ

ス）が設立された。

戦後に発足した従来のわが国の法律扶助制度は，全ての人に平等に法的権利

として司法制度の利用を保障するという基本原理に基づくものではなく，弁護
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16） 兼子・竹下（2002: 415 ë�）は，「裁判所の扉は貧者に対しては閉ざされている（Curia

pauperibus clausa est）。」という西洋でよく知られているラテン語文を引用し，この「言葉で

示されている問題は，おそらく裁判制度とともに古い，古典的問題の一つであろう」とする。

17） 貧困者の司法へのアクセスの問題は 19 世紀後半以降，慈善の問題として位置づけられてい

たことについて，Johnson（1999: 16--7），Hynes（2012: 5-18）参照。



士のプロボノ活動に依存した慈善的事業という性格が濃厚だった（兼子・竹下

2012: 416，428-42; 法律扶助協会 50周年記念誌編集委員会編 2002: 3-44［大石哲夫執

筆］）。この点で，現在，総合法律支援法が目指しているものは，司法アクセス

の普遍的な保障であり（「民事，刑事を問わず，あまねく全国において，法による

紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指

して」いる 同法�条），少なくとも制度理念上は，発想が転換している
19)
。

このような新しい状況のもとで，何が司法へのアクセスの障害となっている

のか，障害を取り除くにはどのような制度改革が必要か，という論点につい

て，研究者による検討と制度的対応が行われつつある。

従来の一般的な考え方は，司法アクセスの障害要因として，資力，情報・知

識，地理的分布（司法過疎）などを挙げ
20)
，それぞれについて除去するという

アプローチであり，司法制度改革もこの発想に基づいて改革が導入されてい

る。このアプローチは，伝統的に各国で採られてきた手法であり，弁護士や裁

判所へのアクセスが容易な人々と，そうでない人々を一般的に対比し，後者に

あって前者にないと理論的に想定されるものを障害要因として採り上げ，その

除去を制度的に実現するという思考法に基づいている。本人の属性に着目し，

資力の有無，知識・情報の有無，身近に弁護士等が存在するか否か等の要因

（変数）が抽出されてきたのである。
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18） 1990 年代に着手された法律扶助制度改革については，法律扶助協会 50周年記念誌編集委員

会編（2002: 99-223［川村延彦，浜口臣邦，永盛敦郎，竹下守夫，佐川孝志，大寄淳執筆］）や

『ジュリスト』1137 号（1998）参照。なお，日本で法律扶助制度の拡充が，各国に遅れて，

1990 年代に開始したのは，1980 年代末ごろから，司法試験制度改革を求める圧力が高まり，弁

護士増員が不可避であるとの認識が弁護士会幹部に広がったと思われる状況と連関性がある。

例えば，イングランドでも，法律扶助の拡充が弁護士数の増加と並行して進んだのであり（濱

野 2001a, b），弁護士増が予期される状況において，公的資金で弁護士報酬をファイナンスする

法律扶助の拡充を弁護士が求め，法律扶助の拡大を求める利害関係者も，そのような状況をと

らえて，制度拡充，予算規模拡大を目指すという政治過程には普遍性がある。

19） しかしながら，法律扶助が原則として償還制（弁護士費用の立て替えにすぎない）であった

り，その報酬水準が低いことなど，制度の多くは旧来のプロボノ時代のものが引き継がれてい

る。現在の課題について山本（2017）参照。

20） 例えば，山本（2006: 9-11, 2012: 7-9）は，民事司法へのアクセス障害を，距離のバリア，

費用のバリア，情報のバリア，心理的なバリアに整理した。村山・濱野（2012: 94）は，当事

者本人の要因として，「知識・情報，人脈・コネクション，資力，地理的・心理的距離など」を

挙げた。なお，山本（2017）は，距離，費用，情報，心理の�要因を「普遍的なアクセス障害」

と位置づけつつ，2016 年の総合法律支援法改正が対象とした要因を「個別的なバリア」と表現

している。



資力要因については，総合法律支援法の制定，法テラスの発足とともに，法

律扶助の基本契約制度が導入され，契約弁護士，契約司法書士が登録され，法

テラス発足以前よりは予算規模が拡大した
21)
。しかしながら，民事（家事・行

政を含む）裁判手続の準備・追行の代理（主に訴訟代理，書面作成を含む）に関

する報酬と実費の貸与（償還制）という従来の特質は基本的に維持されてい

る。厳格な予算執行と審査が可能になり，厳しい財政難のもとで，予算は厳格

に管理される
22)
。契約弁護士と契約司法書士の数と契約率（全体に占める契約

者の比率）はともに増加傾向にあるが（日本司法支援センター編著 2017: 46)
23)
，

法律扶助等事業経費の支出は，近年では頭打ち気味である
24)
（同：12）。また，

弁護士会による報酬規制も廃止され
25)
，弁護士数の大幅増加とともに，理論

的には，弁護士報酬に市場原理が作用する可能性が高まり，また，依頼者の資

力に応じた報酬契約が広がる余地が生まれた。

情報・知識要因については，従来からある弁護士会や自治体の法律相談，法

律扶助による法律相談に加え，法テラスの情報提供業務が導入された。弁護士

会による広告・宣伝規制も緩和され
26)
，特にインターネットによる情報提供

が拡大している（Ⅳ �で論じる）。

地理的分布要因（司法過疎問題）については，日弁連によるひまわり基金公

設事務所や単位弁護士会による都市型公設事務所の展開が先行していたが
27)
，

法テラスのスタッフ弁護士を過疎地域に常駐させるスキーム（総合法律支援法
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21） 弁護士の中で，民事法律扶助案件を扱う意思を持つ弁護士や司法書士は法テラスと民事法律

扶助契約を結ぶ。総合法律支援法 29条	項�号，日本司法支援センター編著（2017: 9）。

22） 民事法律扶助支出（決算）の推移については，日本司法支援センター編著（2017: 14）参

照。

23） 但し契約弁護士の比率は頭打ち気味であり，契約司法書士の比率は 2015 年度を頂点として

2016 年度は若干低下している。日本司法支援センター編著（2017: 46）。

24） 但し，法律相談費（法律相談援助にかかるもの）は増加傾向にある（日本司法支援センター

編著 2017: 48）。

25） 弁護士会による報酬規制とその廃止については，日弁連調査室編（2007：25, 327-330），塚

原他編著（2007: 182-185）参照。

26） 弁護士会による広告・宣伝規制とその緩和については，日弁連調査室編（2007：17-18），塚

原他編著（2007: 307-323）参照。

27） 日弁連ひまわり基金公設事務所については，日弁連のホームページ「法律相談態勢の拡充・

過疎偏在対策（日弁連公設事務所・法律相談センター）」（https://www.nichibenren.or. jp/

activity/resolution/counsel.html，2017/11/10 アクセス），林（2017），都市型公設事務所につ

いては，�井（2017），水谷（2017）参照。



30条�項�号の業務）が導入された
28)
。

しかしながら，現状では，この�つの障害要因への制度的対策は，依然とし

て不十分である。法律扶助の利用者（代理援助・書類作成援助を受けた人）は，

生活保護対象レベルの資力の人が相当数あり（20％超），無収入を含め月収 20

万円未満までが�割を超えている（日本司法支援センター編著 2017: 50）。訴訟

を中心とした裁判所手続代理のための報酬と実費の補填を主な利用形態として

制度が設計されているため，生活保護ほか各種給付金の申請など行政手続きの

代理，行政機関・警察・加害者・業者等との折衝，福祉関係者や行政担当者に

よるケース会議への参加など，弁護士の関与が求められる活動が対象外となっ

ている（濱野 2016b）。法テラスの情報提供業務は，法制度と手続に関する一般

的な情報提供にとどまり，個別具体的な法律相談は対象外となっている点が根

本的な限界である（濱野 2006）。過疎地域対応は，ひまわり基金公設事務所も

法テラスの司法過疎地域事務所も，原則として，裁判所支部の管轄区域内に事

務所を持つ弁護士数を基準に形式的に過疎地域を判断し，最小限に満たない地

域に弁護士を常駐させる方式に基づいている。この基準によれば，「過疎」地

域はほぼ解消しているが（林 2017: 224-25），形式的かつ最小限の解消に過ぎな

い。形式的な基準を維持するのであれば，最小限ではなく常駐弁護士数を増や

すことが検討されるべき時期にある。あるいは，形式的ではなく実質的な過疎

の定義化が検討されるべきである（樫村 2009; 吉岡 2013: 207)
29)
。

加えて，最近の経験的研究は，このような障害要因の伝統的な理解では，司

法アクセスを妨げている現実の諸条件を適切に捉えきれていないことを明らか

にしている。従来の考え方は，法的ニーズが客観的に存在することを前提に，

それへのアクセスが，資力，情報，弁護士等の地理的分布の支障により妨げら

れているという思考法であった。しかしながら，Ⅳの�で述べるように，法的

ニーズを本人が認知する過程にそもそも種々の支障があることが明らかにされ

ている。そのようにしてニーズが潜在している場合には，資力，情報，地理的

分布などの障害要因を解消しても，アクセスが改善されるわけではない。ま

た，認知過程は，しばしば法専門家や身近な人々との相互作用を通じて形成さ
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28） 法テラスの司法過疎地域事務所については，日本司法支援センター編著（2017: 101）参照。

29） 日弁連は弁護士ゼロワン地域解消の次の段階の司法過疎対策として，人口�万人以上で弁護

士が常駐しない市町村の法律事務所を設置する取り組みを 2012 年から開始している（林 2017:

228）。



れることも明らかになっている。その相互作用過程も視野に入れてアクセス障

害のメカニズムを解明する必要がある。以下Ⅳで，最近の研究成果に即して，

この問題を検討する。

なお，司法アクセスの「障害」という概念は，その前提に，司法にアクセス

して処理することが可能である問題・紛争において，アクセスが妨げられてい

るという判断がある。一見，司法アクセスすることが望ましい，ないしその必

要があるという問題・紛争状況に関する価値判断を前提にしているかのように

受け取られる場合も少なくないが，本稿は，上記のように，そのような立場は

採らない。司法アクセスが可能な問題・紛争状況において，当事者が現実に司

法にアクセスすることを望めば（相談相手との十分なコミュニケーションのもと

で），アクセスできることが保障されている必要があるという考え方に立って

いる
30)
。

質問票調査では，司法による解決が可能な問題ないし法律問題（justiciable

problem）の類型を提示し，その経験と経験後の展開を尋ねる場合がある

（Genn 1999; Genn & Paterson 2001; Pleasence et al. 2006; 村山・松村 2006)
31)
。その

場合，司法を狭義にとらえ，実定法的処理が望ましいという前提で調査・研究

を設計する場合もあるが
32)
，その場合でも，データの解釈においては，より

開かれた解釈を行うことは可能である。

この立場においては，司法にアクセスするという選択肢が全ての人に開かれ

ており，主観的にも客観的にも容易に利用できる状況の保障が，司法アクセス

が妨げられていないことの意味である
33)
。
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30） 同趣旨の早い時期の見解として佐藤（1998）参照。また佐藤（2017）も同旨。

31） このような質問票の場合，回答者自身が「法的」問題，「法律」問題として認識しているか

否かは問わない。問題類型の設定は，調査者の客観的な判断に基づいている。質問票調査のも

う一つの類型は，司法アクセスに関する調査ではあっても，より一般人の認識に即したワーデ

ィングと概念を用い，かつ，問題・紛争を広くとらえる方法がある。例えば，樫村編（2008）

は，「潜在的に法に関連するもめごとや困りごと」を類型化している。質問票調査において，ど

のように問題・紛争を表現し，類型化するかは，調査目的（調査によって，何を明らかにしよ

うとするのか）に即して決める必要があるが，他方で，限られたスペースで，回答者が網羅的

に問題・紛争の経験を拾い上げることができるように工夫しなければならないという困難があ

る。

32） Genn（1999），Genn & Paterson（2001）, Pleasence et al.（2006），村山・松村編（2006）は，

調査設計上，実定法的処理をモデルとしており，その意味で実定法的処理が望ましいという立

場（実践的あるいは研究上の前提）を採っていると言える。



この立場は，「法的ニーズ」の概念を「各人が経験する問題やトラブルを各

人の福祉（well-being）に適ったかたちで解決するために適切な法的サービス

を受ける機会の欠損（法的サービスの利用機会の欠損）」ととらえる佐藤

（2017）の立場と共通している。佐藤は，センの「潜在能力」アプローチを基

礎に法的ニーズ概念を定義するが，そこでは，実定法を利用する「機会」（本

人の選択の自由を前提とした）が万人にとって存在しているか否かが問題にされ

る。そのような「法的サービスの利用機会」が提供されていないこと（欠損）

をもって，法的ニーズが存在するとされる
34)
。

「司法アクセス」を，司法にアクセスするという選択肢が全ての人に開かれ

ており，主観的にも客観的にも容易に利用できる状況ととらえる本稿の立場は

問題解決型アプローチと筆者の政策的価値判断から導かれたものであるが，有

力な理論的ニーズ概念からも同一の結論が導かれていることになる。

Ⅳ 経験的研究の成果とそのフィードバック

最初のアクセス・ポイントまで

� 経験的研究の進展

既に述べたように，近年，市民の紛争行動，とりわけ相談行動や法使用行動

の経験的研究が蓄積しており，それらの基本的特徴が明らかにされている。ま

た，特に，計量分析と質的調査によって，弁護士，法律相談やその他の相談機

関の利用と統計的に有意に連関する要因（変数）の存在や実態が示唆されてい

る。それらは従来，明確に認識されていなかったものが多い。特に 2000 年代

前半以来の研究の進展は顕著であり，今後，総合法律支援法の運用や法テラス

の業務など，司法アクセス政策においても参照されるべきである。
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33） 佐藤（2017）参照。認知症や知的障害によって認知能力が低下している場合，選択肢が客観

的に準備されていても，本人は司法にアクセスするという意思決定をすることは期待できない。

この場合，過度のパターナリズムに陥らないように留意し，アクセス障害を取り除いた状況下

での本人の意思決定の尊重を中核に据える理論的立場を維持しつつ，彼らの直面する問題・紛

争の適切な解決を，司法アクセスを含めて実現するにはどうしたらよいかという難しい課題が

存在する。

34） そのうえで，佐藤（2017：141-154）は，法的ニーズを「非認知」，「非表出」，「表出」の三

段階に区別し，前二者を「潜在的な法的ニーズ」，「表出」されたものを「顕在的な法的ニーズ」

と呼んでいる。



以下では，まず，先に述べた司法アクセスの第一ステージについて，言い換

えると最初のアクセス・ポイント
35)
までの局面について，近年の研究で得ら

れた重要な知見を整理する。

� 問題類型・紛争類型の規定性と個別的対応の必要性

まず，人々の相談行動，法使用行動は，問題類型ないし紛争類型ごとに，異

なるパターンが見いだされるという事実が明らかになっている（村山 2008，

2010a: 95-107）。これは，例えば英国における経験的調査によっても明らかに

されており（Genn 1999; Genn & Paterson 2001; Pleasence 2006），様々な社会に共

通した普遍的な特徴という仮説が立てられる。

この知見の研究上の含意は，紛争行動や法使用行動の特質を論じるには，問

題類型ごとに分析する必要があるということである
36)
。

この知見の司法政策上の含意は，司法アクセスの促進のためには，問題類型

ないし紛争類型という変数（次元）も考慮に入れ，それぞれの類型に応じたア

クセス促進策を工夫する必要がある，あるいは，工夫することができるという

ことである。例えば，雇用上の問題では，相手との接触率が低く，法使用率も

低い。セクハラ対応などに関して社内に苦情申し立て制度を導入する政策が採

られているが，この問題に関する紛争行動の特徴を考慮した制度設計と運用が

有用である。また，離婚・相続など家族問題については，わが国でも弁護士利

用率，裁判所利用率がかなり高いことが明らかになっている（南方 2010）。こ

れを踏まえて，法律扶助予算が限られるなかで，これら法的代理の実績と社会

的必要性の高い問題類型について，優先的に予算が配分される仕組を検討する

など，法律扶助の問題類型別の制度設計を導入することが検討されてよい
37)
。
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35） 本稿では，直接あるいは人を介して最初に接触した相談機関（法律事務所，司法書士事務

所，弁護士会・自治体の法律相談に限定せず，各種の行政相談や，民間の相談機関を含む）を，

司法への最初のアクセス・ポイントと呼ぶ。

36） 但し，問題類型ごとの計量的分析を十分に行うには，問題類型ごとの有効回答者数がある程

度大きくなければならないが，そのためには調査対象全体の標本規模を非常に大きくする必要

があり，実際には予算の制約から容易ではない。

37） 財政難のもとで，限られた法律扶助予算を，問題類型，地域，弁護士・司法書士，対象者と

いう変数につき，いかなる手続と基準で，どのように配分するかは，司法アクセス政策上，重

要な研究課題である。イングランドの実践例について濱野（2001a, b）参照。わが国の法律扶助

予算執行メカニズムとその帰結についても，研究と評価が求められる。



� 個人的資源としての法専門家の重要性

民事紛争全国調査によれば，過去に弁護士を利用したことのある者の方が，

利用したことがない者より，問題に直面した場合，弁護士に依頼（委任）する

傾向が相対的に強いことが示されている。また，その場合，特に，弁護士その

他の法律家の知人がいる，あるいは，紹介してもらえるあてがあった人は，問

題に直面した場合，弁護士に依頼（委任）する傾向が相対的に強いという事実

が明らかになった（Murayama 2007; 村山 2009，2010a; 濱野 2009）。弁護士利用

経験者や，弁護士等の法律家を知り合いに持っている人や紹介してもらえるあ

てのある人と，そうでない人の間に，司法アクセスに関して系統的な格差があ

ることを示唆している（濱野 2009: 93）。弁護士その他の法律家が個人にとって

有力な資源であることを意味している
38)
。

この 2000 年代半ばの全国データとその分析によって明らかになった，弁護

士利用経験があったり，身近な人とのネットワークを通じて弁護士につながる

人々が弁護士を利用する傾向にあることは，アメリカでも報告されている

（Sandefur 2012: 239-41）。その意味で，様々な社会に普遍的に見られる現象で

ある可能性がある
39)
。しかしながら，わが国の場合，弁護士数が長期的に少

数に抑えられてきたなかで，広告が原則として禁止され，「一見さんお断り」

という表現が示すように，紹介者無しの案件は原則として受任しないという方

針を採る弁護士が多かったと考えられ，このことがこうした普遍的現象を強化

している可能性がある。

他方，裏から言うと，弁護士利用経験がなかったり，弁護士等のコネを持た
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38） いわゆる社会的関係資本（social capital）論の成果を参照して，司法アクセスを分析するこ

とができよう。なお，社会的関係資本概念と, 先に述べた社会資源概念の関係を吟味する作業

は，今後の課題とする。

39） 一般の個人にとって，弁護士サービスが，いわゆる情報の非対称性のもとで，弁護士を信頼

するしかないという信用財（credence good）という性質と，購入前には評価できず，購入後に

経験すれば評価できるという経験財（experience good）の性質の双方を持っていることも関係

している。太田（2001），Sandefur（2012: 239-41），吉岡（2013: 166, 175-176）参照。Sande-

fur（2012）はアメリカの中産階層が，法律問題に直面しても弁護士を利用しない傾向があるこ

との規定要因について，データに基づき，二つの要因（法律問題＝法使用により対処できる問

題＝であるという認識の社会的構築［the social construction of legality］と，知人・友人による

紹介・推薦や弁護士利用経験を通じた探索＝社会的探索［social searching］）を指摘し，高額

費用以外の要因をも考慮することが司法アクセス拡充政策にとって重要であると主張する。本

稿本文で示したように，日本の近年の経験的研究も同様の分析を示している。



ない人々が，安心して法律家に相談できる制度と場が十分には機能していない

ということの結果でもある
40)
。この点が医療との大きな差である。弁護士会

の法律相談，自治体の法律相談や各種相談，消費生活センターが以前より存在

し，2006年以降は法テラスの情報提供制度や法律扶助相談も存在しているが，

弁護士等のコネがない人と，これらの相談機関との間の経路，及び，これらの

相談機関と弁護士等との間の経路の双方あるいはいずれか一方に，障害要因が

存在する可能性がある。

司法アクセス促進のためには，この各種相談機関と市民の間の経路，各種相

談機関と弁護士等との間の経路の双方について，いかなる障害要因があるのか

を精査し，それに対処するというアプローチが必要であることを示唆してい

る
41)
。

以上の仮説の検証には，更に新たなリサーチ・デザインに基づく調査と経験

的データによる研究が必要であるが，少なくとも，弁護士数の急増のもとで，

人々の友人・知人などのネットワークに弁護士が組みこまれる程度が高まれ

ば，問題・紛争に直面したとき弁護士を利用する人が増える確率が高まるとい

う予測（仮説）が成り立つ
42)
。

近年の弁護士の大幅な増加は，それ自体が一般人の人的ネットワーク内部に

弁護士が組み込まれる確率を高める。既に弁護士等を自己の人的ネットワーク

内に持っている人が，さらに新しい弁護士等を組み込む確率を高める可能性

と，弁護士等を自己の人的ネットワーク内部に持っていない人々が，新たに弁

護士等を自己の資源に加える可能性とがある。弁護士等を人的ネットワークに

持つことが，持つ以前のその人の属性に強く規定されているという仮説が正し

いのであるならば，弁護士等の増加による効果は必ずしも高くない可能性があ

る。しかしながら，仮にその仮説が正しいとしても，現在，弁護士等を自己の

人的ネットワーク内に持っていない人々が，弁護士等が増加しても，自己の人
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40） 弁護士とのコネクションの無い人々にとっての司法アクセスの入口としての弁護士会の法律

相談センターにつき，法律事務所と対比させた経験的研究としてMurayama（2009）参照。

41） 濱野（2004a: 43-55）で，行政の各種相談が司法アクセスを妨げている可能性を理論的仮説

として示唆した。

42） 現在，筆者もメンバーの一人として参加している共同研究（日本学術振興会科学研究費補助

金基盤研究（S）「法化社会における紛争処理と民事司法」（課題番号：16H06321，研究代表

者：佐藤岩夫））では，質問票郵送調査により，弁護士増のもとでの弁護士等へのアクセス状況

について調査を実施中である。



的ネットワークに弁護士等を組み込む蓋然性が低いかは明らかでない。

また，人的ネットワーク内に法律家を持っていない人々に対して，政策とし

て，あるいは，弁護士等が自覚的に，アプローチし，弁護士等を利用しやすく

することも有力な方法である。弁護士にとって，地域の活動，町内会，PTA，

ロータリークラブ等への関与，同窓会の活用などは従来から顧客獲得の有力な

方法とされていたが，それに加えて，弁護士との距離が遠い人々のネットワー

クに意識的に入っていくという戦略が考えられる。近年進められるに至った司

法ソーシャルワークにおける福祉関係者との連携とアウトリーチ（濱野，

2016a，b, 2017b, c）という手法も，弁護士等との人脈のない人々とつながる有

力な方法である。

� 弁護士増に伴う弁護士サービス市場の変化 普遍主義的経路の拡大

弁護士利用が人的ネットワークに依存している強い傾向は，近年，変化し始

めている可能性を示唆するデータがある
43)
。

2010 年に日弁連が実施した弁護士の経済基盤に関する調査のデータ（全国の

弁護士を母集団とし，無作為抽出された調査対象者からの回答）によれば，2009

年�年間の新件（民事・刑事・行政全て）のうち初めての顧客のケースの経路

を見ると，自分の事務所以外の法律相談や弁護士会・法テラスの紹介と，いわ

ゆる「とびこみ」（広告・宣伝を見た者を含む）など，顧問先・過去の依頼者・

知人等の紹介ではない経路（普遍主義的経路と呼ぶ）の占める比率（ケース数

ベース）が回答弁護士全体で 53％と非常に高くなっている（［図�］，［表�］）。

これは，1990 年調査，2000 年調査のデータから変化している。これら普遍

主義的経路に該当するケース比率（但し民事の新件・旧件の合計ケースに対する

比率）は，1989 年は 14％，1999 年は 21％であり，ともに�割弱で大きな変化

はなかった（［表�］）。89 年と 99 年は民事ケース（旧件と新件の合計）をベー

スに計算され，2009 年は刑事・行政を含む全新件ケースをベースに計算され

ているので単純に比較はできないが，弁護士の大幅増加を経て，初めての顧客

の経路として，既存の人的ネットワーク以外の普遍主義的経路が拡大している
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43） 武士俣（2017: 545-546）は，本文で述べた人的ネットワークに依存しない弁護士利用とい

う新しい傾向に関連して，日弁連による弁護士の経済基盤調査データを用いて，「未分化型経営

戦略」仮説（棚瀬孝雄の提示した仮説）の検証を行っている。



可能性を示唆する
44)
。特に「とびこみ」の比率が高まっている（［表�］）。

地域別で見ると，東京以外の地域で，初めての顧客の比率が相対的に高

い
45)
。2009 年において，初めての顧客が占める比率（対全ケース比）は東京

39%，大阪・愛知 65%，高裁所在地 73%，高裁不所在地 73%であり（日弁連編

2011: 102），1999 年では（民事ケース中の比率），東京 41%，大阪・愛知 50％，

高裁所在地 56％，高裁不所在地 61%だった（日弁連編 2002: 71）。東京以外の
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44） 1990 年調査と 2000 年調査では，初めての顧客の比率は民事ケースに限られ，かつ新件と旧

件の合計をベースにデータが採られているのに対し，2010 年調査では，刑事・行政を含めた全

ケースの新件のみをベースにデータが採られているので単純に比較することはできないが，

1990 年と 2000 年調査のデータで初めての顧客は 52％程度だったのに対し，2010 年調査では

60％となっている（日弁連編 2011: 101）。国選事件が多いはずの刑事が含まれているため初め

ての顧客が民事ベースと比べて多くなることが想定される。このようにベースが異なっている

ため，また，検定されていないので有意な差であると断定はできないが，日弁連報告書も示唆

するように初めての顧客の比率が高まっている可能性がある。

45） 初めての顧客には，個人と企業の場合がある。公表されている調査データからはその比率は

明らかでなく，初めての顧客でない顧客＝リピーターは，個人と企業双方にありうるが，リピ

ーターである確率は個人より企業の方が高いだろう。個人顧客の比率が高い弁護士の方が，一

般的に，新しい顧客の比率が高いと推測される。

［図�］ 初めての顧客の経路（2009 年） 全新件ベース（n = 33, 786 ケース)

出所：日弁連編（2011: 295）に基づき作成。



地域では，99 年と比較して 2009 年になると初めての顧客の比率が顕著に高ま

っている（日弁連編 2011: 103）。

1990 年代末より弁護士数は大幅に増加したが，その過程で，特に地方で，

初めての顧客の比率が高まっているのが注目される。弁護士増大の効果として

地方において新規の顧客が開拓されている様子がうかがえる。

また，特に注目すべき近時の傾向として，若手弁護士の初めての顧客におい

て，法律相談や弁護士会・法テラスのあっせん（紹介），とびこみ（紹介者な

し）の比率が高くなっている点が指摘できる。かつては，若手弁護士の初めて

の顧客の経路で，法律相談やとびこみの比率は小さかったが，最近では相当の

比率（�割程度）に上っている（［表�］参照）。

人的ネットワークを通じない普遍主義的経路によるケースには，以下で述べ

るような特有の困難がある。司法アクセスの拡充にとって不可欠の経路である

が，適切な対応ができる体制を整備しなければ，利用者の司法制度への不満を

生み，司法に背を向ける結果をもたらしかねない。経験的データに基づく研究

は，法律相談の現状に課題が多いことを示唆している（田巻 2010; 小佐井

2010）。司法への最初のアクセス・ポイントとして質の良いサービスを提供す

る体制を早急に整える必要がある。
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［表�］ 初めての顧客の経路：普遍主義的経路の比率 1989 年，1999 年，2009 年の比較

出所：日弁連編（2011: 295），同（2002: 295, 表 15. 6-3），同（1991: 181，表 16.8）に基づき作成。



� 法律扶助ケースを多く扱う弁護士の存在

関連して，弁護士の民事法律扶助ケースの受任状況についても，興味深いデ

ータがある。民事法律扶助ケースは必ずしも全てが普遍主義的な経路で持ち込

まれるわけではないが，民事法律扶助契約を結び扶助案件を扱う用意のある弁

護士が増えた結果，従来，司法とつながりにくかった貧困層の法律問題を弁護

士が扱うケースが増えている。貧困者が，知人・友人である弁護士を利用した

り，知人・友人に直接弁護士を紹介されたケースでは少ないのではないか。自

治体経由で紹介されるケースは多いかもしれない
46)
。

まず，2010 年の日弁連調査のデータに基づき，現在の弁護士全体の民事法

律扶助ケースの取り扱い状況を概観しておこう。

第一に，民事法律扶助契約
47)
の状況であるが，2016年度の契約率（受任予定
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46） 民事法律扶助ニーズが顕在化する過程の実証的研究，とりわけ，どのような要因が顕在化に

結びつくのかを明らかにする研究は重要であり，今後の課題である。福祉関係者や自治体関係

者の支援ネットワークを通じて弁護士にもたらされるケースがある程度含まれると推測される。

［表�］ 初めての顧客の経路 2009 年［�年未満］，1999 年と 1989 年［20 歳代〜30 歳代］の状況

註：「広告によるもの」は 1999 年で新設。

出所：日弁連編（2011: 105，表 57-4; 282，問 38），同（2002: 295，表 15.6-3），同（1991: 181 頁，表 16.8）

に基づき作成。



者弁護士数の全弁護士に対する比率）は 56.1％であり，年々上昇してきた（日本

司法支援センター編著 2017: 46)
48)
。2010 年調査によれば，民事法律扶助契約を

している弁護士の大部分（88％）は実際に民事法律扶助ケースを扱っている

（日弁連編 2011: 82)
49)
。2009 年の�年間に民事法律扶助事件を担当した者（712

名
50)
）についてみると，一人あたりの平均は，法律相談援助 12.3件，代理援

助 9.5 件，その他を含む合計 22.0件となっている（日弁連編 2011: 272-73）。こ

の分布状況は［図�］のとおりである。
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47） 弁護士の中で，民事法律扶助案件を扱う意思を持つ弁護士は法テラスと民事法律扶助契約を

結ぶ。総合法律支援法 29条	項�号，日本司法支援センター編著 2017: 44）。

48） 2009 年度の受任予定契約率は 46.5％であった（日本司法支援センター編著 2013: 62）。日弁

連の弁護士業務の経済基盤に関する 2010 年調査（2009 年度の実態）のデータでは，契約率は

回答弁護士の 50.3％であり（日弁連編 2011: 272-73），ほぼ一致している。

49） 実際に民事法律扶助ケースを扱っている弁護士の比率は，地域別では，東京は 76%と少し

低いが，大阪・愛知県 90％，高裁所在地，高裁不所在地とも 93％である。

50） 民事扶助事件を担当しなかった者は 869名，この問いに無回答は 26名である（日弁連編

2011: 272）。

［図�］ 民事法律扶助の年間件数（2009 年，n = 681 人)

註：縦軸は弁護士数。

出所：日弁連編（2011：272-73）に基づき作成。



［図�］が示すように，民事法律扶助の弁護士による担当状況は，おおむね，

�つのグループに分かれる。第一のグループは，法律相談援助，代理援助とも

に	件程度までで，合計して 10件前後までを年間に扱っている。第二のグル

ープは，法律相談援助，代理援助ともに 21件以上扱っているグループである。

これらは 2009 年の�年間に法律相談援助あるいは代理援助を担当した弁護士

についてのデータであるが，加えて，法律扶助を全く扱っていないグループ

（弁護士全体の約半数）がいる。それを合わせたグラフが［図�］である。約半

数は全く扱っていないが，全体の約�割の弁護士は，何らかの法律扶助案件を

21件以上扱っている。それ以外は，この間に散らばっているが 10件前後まで

が多いというパターンである。

登録後年数別に民事法律扶助契約率を見ると，登録後	年未満〜20 年未満

までがほぼ同水準で高い（60％）。20 年〜30 年未満は 50％，30 年〜40 年未満

が 40％弱である（日弁連編 2011: 80）。国選弁護契約と比較すると
51)
，民事法律

扶助の方が弁護士になりたてから比較的ベテラン層まで，契約している者の比
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［図�］ 法律相談援助，代理援助，その他の年間合計件数（2009 年，n = 1547 人)

註：縦軸は弁護士数。

出所：日弁連編（2011：272-73）に基づき作成。



率には大きな変動がなく，緩やかに減少している。

弁護士になりたての者について，宮澤節生ほかの研究（宮澤 2011; 武士俣

2011）を参照してみよう。司法修習修了後�年あまり経過した 62期の弁護士

について，2011 年�月から�月にかけて実施された質問票郵送調査の結果で

ある
52)
。刑事国選を含めたデータである。

弁護士登録後の活動を振り返って，総労働時間に占める比率を回答させた

（宮澤 2011：165，質問票問 11）。イメージによる回答であるが概要がわかる。

「国選弁護・法律扶助など公的機関から報酬を得る業務」には，平均で総労働

時間の 14.5％を投入している（同: 118）。分布を見ると［図�］が示すように，
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51） 刑事国選契約率は，�年未満が圧倒的に高率（約 90％）であり，�年〜10 年になると 65％

に下がり，10 年〜20 年未満と 20〜30 年未満が同水準（50％）である（日弁連 編 2011: 81）。

最初の�年が非常に高く，その後平均近くに落ちて推移する。民事法律扶助とは，弁護士にな

りたてのパターンが異なるが，中堅層は，刑事国選も民事法律扶助も約半数の弁護士が契約し

ている。

52） 62 期は旧司法試験合格者と新司法試験合格者の双方から構成されている。調査開始時に，

司法修習終了から旧試験合格者は�年�ヶ月，新試験合格者は�年�ヶ月経過している。

［図�］ 国選弁護・法律扶助などへの労働時間の配分割合（n = 621 人)

出所：武士俣（2011: 118-19）に基づき作成。



30％以上を投入している弁護士も�割弱存在する。

近年の状況は，登録後�年程度の弁護士で，業務時間の 30％以上を国選弁

護，法律扶助などに投入している者が�割弱程度あり，過半数は�割以上を投

入している。全く扱っていない弁護士も 15％程度いるが，弁護士登録後年数

の短い弁護士の関与度は高いと言って良いであろう。

なお，民事法律扶助の市場規模は，2014 年度で，代理援助の立替金（着手金

と報酬）で 122億円に及び，代理援助�件あたり平均 12万円である（日本司法

支援センター編著 2015: 69)
53)
。上記のように代理援助を 21件以上扱うグループ

の弁護士にとってはある程度の収入額になる。

以上をまとめると，今世紀に入ってからの弁護士の大幅増加と総合法律支援

法の制定・法テラスの発足に対応した法律扶助制度・刑事公的弁護制度の一定

の拡充により，弁護士への普遍主義的な経路が広がりつつある。人的ネットワ

ークを通じて弁護士につながりやすかった層以外に人々の司法アクセスが，十

分とは言えないものの，拡大している。

しかしながら，法テラスと法律扶助制度・刑事的弁護制度は，従来のプロボ

ノ的制度と運用の伝統を引き継いでいる面があり，かつ，国家財政の困難な状

況のもとで独立行政法人に準じた組織である法テラスの財政的・運営的制約が

あるため，司法アクセス政策上，様々な問題が未解決のままになっている。ま

た，法テラス発足当初より一部の弁護士及び単位弁護士会は，法務省の影響下

にある法テラスに対して批判的立場をとっており，法テラスのスタッフ弁護士

（給与制）と地域の開業事務所の弁護士とは，業務上競合する面もあり
54)
，こ

の面でも課題がある。

� 普遍主義的経路拡大の評価

�と�でまとめたことを，若手弁護士数が急増し，その比重が高まっている

点
55)
とあわせると，次の点が指摘できる。

第一に，弁護士数急増以前は，若手弁護士の多くは，事務所内で先輩弁護士
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53） 代理援助�件あたりの平均額は，2014 年度の立替金額を同年の代理援助開始決定数（約�

万件）で除して計算した。開始決定と立替金の支払いの間にはタイムラグがあり，同一年度の

数字は必ずしも対応関係にあるわけではないが概要はつかめる。

54） スタッフ弁護士と地域の弁護士との競合につき，司法ソーシャルワークに即して，あるべき

役割分担関係を分析したものとして濱野（2017c）参照。



（多くの場合，経営者弁護士＝ボス）の指導を受けながら，一定期間，先輩弁護

士の受任事件を補助したり，依頼者や顧問先の紹介による筋の良い事件を担当

することが多かったと思われる。そのことは，若手弁護士の訓練・養成上，効

果的だったであろう。

しかしながら，今日，競争の激化のため，勤務先の法律事務所において若手

弁護士を時間をかけて育成することが難しくなっている可能性がある。さら

に，既存の事務所に勤務することなく直ちに独立する「即独」や，事務所スペ

ースのみを借りる「軒弁｣
56)
の存在もあり，十分な経験を積んでいない若手弁

護士が法律相談を担当したり，紹介者なしの飛び込み案件を処理する機会が増

えている可能性がある。若手弁護士が法律相談や飛び込み案件を多く扱う傾向

があるならば，法務サービスの質的水準とばらつきの点で注意を要する
57)
。

他方，第二に，従来は，初めての顧客の経路として法律相談や飛び込み案件

の比率が低く，紹介者なしの案件は受任しないという方針（「一見さんお断り」）

を掲げる弁護士すら少なくなかったと思われる状況と比較すると，弁護士とコ

ネのない一般市民にとって司法アクセスがようやく拡充し始めたということが

できる。人数の少ない弁護士が特殊主義的な既存の人的ネットワークによって

ニーズを選別する旧来の在り方
58)
だけでなく，新しいサービス供給チャネル

が増えつつあるということができる。これは，法曹増員の成果である。弁護士

数の急増と競争に関わる条件としては，広告規制の緩和，インターネット利用

の普及なども，司法アクセスにとって促進的に作用していると考えられる
59)
。
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55） 近年の弁護士急増の結果，弁護士の年齢別構成は，30歳代が非常に多い（但し，20歳代は

非常に少ない）ピラミッド構造になっている（日弁連編 2015: 43）。

56）「即独」は通称であり，明確な定義はない。弁護士登録後，勤務弁護士を経ずに，即時に

（直ちに）独立するという意味であろう。この場合，独立とは，自ら事務所を経営する場合と，

いわゆる「軒弁」として，既存の事務所のスペースを借りる場合，いわゆる「携弁」（携帯電話

のみの弁護士という意味であろう）として，物理的な事務所を持たない場合などがあると考え

られる。「軒弁」は「即独」と捉えない用法もあるかもしれない。

57） 高橋（2017）が明らかにしたように，近年，懲戒請求件数が増えており，日弁連の懲戒公告

掲載事案数も弁護士増と並行する程度で増加している。また，懲戒公告掲載事案に対する被懲

戒者からの審査請求率は上昇傾向にある。高橋は，懲戒権の発動される事例が，単位会のレベ

ルではベテラン弁護士だけでなく弁護士歴の浅い層を含む広い範囲で発生するようになってい

ること，発動に対する不同意ケースが増加しつつあり，弁護士歴の浅い者からも不同意が生じ

つつあることをデータにより明らかにした。そのうえで，そのような現象について「日本の弁

護士における統合の弱化」という理論的解釈を提示している。



司法アクセス政策の観点からは，自治体や弁護士会の法律相談における対応

状況と，広告・宣伝の質が重要になる。特に前者については，相談担当弁護士

が適切に聞き取りを行い，適切な対応をしているか。能力的に受任すべきでな

いケースを受任していないか，受任しない場合，適切な，他の弁護士その他の

プロバイダーを紹介しているか，紹介する必要がない場合にも，適切なケア，

指示をしているか，紹介する場合，着実に適切なプロバイダーにつながるよう

な配慮と工夫をしているか，などの論点がある（濱野 2008）。この点は，12で

より詳しく論じる。

	 司法アクセスを促進する一般的人的ネットワーク要因

以上は弁護士側の状況の変化である。これに対して，利用者側の要因とし

て，家族・親類・知人・友人・同僚などの身近な人に相談している人の方が，

そうでない人より，専門的相談機関
60)
への相談率が高いという発見が注目さ

れる（佐藤 2010）。佐藤は，このようなネットワークを「親密性のネットワー

ク」と呼び，その「専門相談促進機能」に注目している。佐藤（2010: 70）は，

今日見られる社会全体の個人化の傾向が，これら「親密性のネットワーク」の

機能を低下させる可能性があるため，単身高齢者，DV被害者，ホームレス，

外国人など「社会的に孤立しがちな人々を結びつける社会的ネットワークを意

図的に構築していく努力」が重要な政策課題であるとする。

このような一般的人的ネットワークがなぜ「専門相談促進機能」を有するの

かについては，いくつかの仮説が考えられる
61)
。
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58） 六本（1971: 232-235）は，1960 年代の東京における住宅紛争での弁護士利用について，貸

主側では，特殊主義的な関係を通じて弁護士を利用しているケースが多く，借主側では，有力

者，セツルメント等の紹介が多いことをデータにより指摘し，両者間で「効果的な」法使用の

容易さに「著しい差異」があると評価した。また，法制度の職業的な常用者でない場合は，特

殊主義的な集団（存続集団，職場集団など）への帰属を通じて弁護士等を調達する傾向がある

と定式化した（同 304-305）。

59） 他方で，広告やインターネットサイトの利用が弊害を生んでいる可能性もある。法的素養の

ない者が広告やインターネットサイトで情報を集めた場合，適切な司法アクセスにつながって

いるのかは，経験的調査によって明らかにされるべきことがらである。

60） 佐藤（2010）がいう専門相談機関には，各種法律相談，弁護士・司法書士などの士業だけで

なく，警察，保険会社，労働組合，宗教団体，など合計 21種類が調査時に回答者に提示され，

調査票回収後に，回答を検討した結果さらに，学校，住民組織，医師・病院など�カテゴリー

が追加された。樫村（2010: 26-27）参照。



問題・紛争に直面した時，友人・知人へ相談する人々と，相談しない人々の

間で，本人の属性に系統的な差異が存在するかもしれない。例えば，貧困，疾

病，障害，引きこもりなどで社会的に孤立している人々がいる。彼らは，問

題・紛争に直面しても，友人・知人を含め，およそ他者に相談しない傾向が強

いかもしれない（次の�で扱う）。そうでない人々でも，自力で問題を解決しよ

うとする傾向の強い人々がいるかもしれない。その傾向は，問題類型によって

異なる可能性がある。学歴，資力，知識などの点での差異もありえる。

次に，友人・知人などに相談した効果として，相談機関への相談が促進され

るかもしれない
62)
。相談によって当該問題・紛争についての理解が深まり，

解決策についての示唆が得られるかもしれない。その一環として，具体的な相

談先を示唆ないし紹介される確率が高まるかもしれない。相談によって心理的

な支援を得て（エンパワーされて），相談機関へのアクセスが容易になるのかも

しれない。

時間的に逆の順序で，相談機関への相談のあと，友人・知人への相談をする

場合も含まれうる。その場合は，相談機関からの助言に対する評価，理解が，

友人・知人との話しあいで深まるかもしれない。

あるいは，友人・知人への相談と，一般的な相談機関への相談という要因以

外の第三の要因が，両者の関連性をもたらしている可能性もある。

関連性の原因はどうであれ，身近な人々への相談傾向が各種相談機関への相

談傾向と連関しているという知見は，遠回りのように見えるが，社会的に孤立

している人々に注目し，彼らが，地域の人々その他と親密な関係を築けるよう

に工夫することが，問題・紛争に直面した場合に相談行動をとりやすい結果に

つながることを示唆している。例えば，孤立しがちな独居高齢者の自宅に民生

委員が定期的に訪問する活動が進められているが，これは，潜在しがちな問

題・紛争を発見する上で有効である（山口 2016）ばかりか，問題・紛争が発生
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61）「親密性のネットワーク」がなぜ専門相談を促進する効果を持っているのかは，それ自体重

要な研究課題であるが，この点について佐藤（2009）は，問いとしての重要性を示唆しつつ仮

説を提示している。佐藤は，親密圏のネットワークには，「情報の共有，問題解決資源の提供，

メンタルなサポート」という機能があり（同 21, 38），「トラブルのゆくえについて『明るい見

通しや展望』を持つ重要なきっかけとなる」（同 22-25）点をデータに基づいて指摘する。

62） 弁護士利用という局面についてであるが，知人との相互作用が弁護士利用を促進する過程に

ついて分析した Sandefur（2012: 232-239）参照。



した場合の相談行動を促進する点でも効果があるかもしれない。

� 法的問題として認知する過程の障害要因

以上は，主として，質問票において問題や紛争の類型を提示し，それらを過

去の一定期間（	年間など）に経験したかを質問し，経験したと回答した者に

ついて，紛争行動や相談行動，法使用行動を質問した結果得られたデータに基

づく知見である。これに対して，質問票において問題や紛争を経験したと回答

していない者の中に，実際には，法的対応が可能な問題や紛争を経験した者が

相当数存在していたことが，面接調査によって明らかにされている（佐藤

2014, 2017: 153; 日本司法支援センター編 2014: 56, 303-08）。

震災被災者に対する調査や地域連携ネットワークに関する研究によって明ら

かにされた知見であるが，一般的にあてはまる普遍的な現象であろう。このこ

とは，質問票による調査に一定の限界があることを示すとともに，問題や紛争

の認識自体が，法律家等とのやりとりによって構築（形成）されるという理論

的視点の重要性（佐藤 2017: 152-55）を示唆している。

ここには二つの要素が含まれている。まず，一般に，法専門家以外の法的リ

テラシーには限界があるということである。具体的な問題・紛争に遭遇した場

面における一般的な知識の有効性は低い。これは認知症などのために認知能力

が低下していない一般人にもあてはまる点に注意する必要がある。

次に，法的問題であるという認識そのものが，法専門家その他の人々との直

接的コミュニケーションを通じて形成される場合が多いという事実である。�

で示した，個人的資源として法律家の知合がいたり紹介してもらえる当てがあ

る場合に弁護士利用が促進されるという知見や，	で示した，知人・友人など

親密な人々に相談する人ほど専門相談機関へのアクセスが促進されるという知

見は，そうした人々とのやり取りが，法的問題の認知形成自体に関わっている

可能性を示唆する。法的問題の認識が先にあり，それに基づいて法律家探索行

動が始まるというモデルは修正されなければならない
63)
。
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63） 従来の質問票によるサーベイ調査では，法的問題の認知形成過程までXって調査したケース

はあまりない。法的問題に限定せず，およそ，もめごと，トラブルの経験について質問すると

いうリサーチデザインを採用した場合（例えば，樫村・武士俣編 2010）であっても，その「も

めごと」，「トラブル」の認知形成過程，とりわけ，法的に対処しうる問題として認知する過程

に影響を及ぼす諸要因については焦点が当てられていない。



以上のような経験的調査による知見及び理論的な先行研究を踏まえて，佐藤

（2017）が近年提示している法的ニーズの理論的分類があり，参考になる。佐

藤は，前記のように法的ニーズを「法的サービスの利用機会の欠損」と定義す

る。そして，当事者が認知していない法的ニーズと，当事者が認知しているが

表出していない法的ニーズをあわせて「潜在的な法的ニーズ」とし，表出され

た「顕在的な法的ニーズ」だけでなく，潜在的な法的ニーズの存在に注目し，

その顕在化のメカニズムを実証的に明らかにして政策に反映すべきことを示唆

している。顕在化過程における親密な人々とのやりとり，法専門家とのやりと

り，それをとりまく支援ネットワークの機能に光をあてる必要がある。

以上からは，経験的調査の方法論と質問票の作り方にも再考の余地があると

言うことができる。潜在的ニーズを確知する調査法，それが顕在化するメカニ

ズムを明らかにする調査法を考案する必要がある。

また政策的には，アウトリーチ及び福祉・医療関係者や行政との多職種連携

の重要性（濱野 2016, 2017ｄ）を根拠づける。認知能力が低下している人だけ

でなく，認知能力が高い人々についても，アウトリーチや多職種連携が有効で

ある（同 2016: 164［31］）。問題・紛争の認識そのものと，法的処理の可能性の

認識は，それ自体をその人が他者の助けを借りずに持っている場合もあるが，

弁護士等との相互作用によって初めて存在に至る場合も少なくない。福祉関係

者と連携する場合も，福祉関係者自身の法的問題認知能力が一般人と同程度の

場合があり，彼らへのアウトリーチが有効である（同 2017b: 124）。経験的研究

は，非法律家の支援者が法律問題であるという認識を形成する契機について分

析している（山口 2015)
64)
。その知見は，例えば，弁護士からのアウトリーチ

において，支援関係者の初診力を高め，潜在的ニーズの顕在化促進する上で役

立てることができる。


 いわゆる社会的排除（social exclusion）の問題と司法アクセスの関係

潜在的な法的ニーズの問題をさらに深刻化させているのが，いわゆる社会的

排除と表現される状況にある人々の問題である。通常のアプローチでは，彼ら

立教法学 第 98 号（2018)

116（205）

64） 山口（2015: 80-82）によれば，自治体担当者が高齢者の生活支援をする過程で，法律問題

を発見する契機としては，特定の「事件類型」（不動産賃貸借，債務整理，DVなど）と，特定

のタイミング（生活保護開始時，住所登録変更時，認知能力低下時など）がある。



の法を拒絶する心理を変えることは非常に難しい。

どの社会にも，法に背を向けている人々，無力感で引きこもっている人々，

認知能力が低下している人々，孤立している外国人などが存在しており，彼ら

は，問題や紛争に直面しても，法サービスに限らずおよそ相談機関や，場合に

より知人・友人にも，相談しようとはしない傾向が強い（Genn, 1999: 69-71;

Genn & Paterson 2001: 86-89, 246; Pleasence et al. 2004: 1-3, 49-56，105-118; 濱野

2001a: 136; 橋場: 2015a, b, c）。これは，	で述べた，身近な人に相談する人ほど

専門相談機関への相談率も高いという知見と通底し，表裏の関係にある知見で

ある。

社会的に排除された人々をいかにして統合（包摂）するかというテーマは，

各国で重要な政治的課題になっている（橋場 2015a: 516[99]-500[115]）。司法ア

クセスに関する経験的調査は，このような一群の人々の存在を明らかにし，特

別の対策が必要であるとの提言を行ってきた（例えば Pleasence et al. 2004:

105-118）。それは，そのような政治的課題に優先順位が与えられている政治状

況と密接な関係にある。

わが国でも，このような社会的に排除された人々に司法アクセスを保障する

必要がある。社会的に排除されている人々は，司法アクセスの一般的障害要因

（資力，情報，地理的分布）を除去しても効果がない人々である（橋場 2015a: 551

[64]-537[78]）。法制度に対して強い不信感・拒絶感をもち，あるいは強い無力

感を持っているためである。例えばアウトリーチは，こういった人々の潜在的

ニーズを掘り起こすためにも役に立つが（濱野 2016: 185[10]-183[12]），彼らの

困難な状況に対する深い理解が求められ，特別の信頼関係を築く必要がある。

現場で様々な実践活動が行われているが，社会的に排除されている人々にと

っての司法アクセス拡充は，彼らに特有の状況に対応した手立てが必要になる

のであり（橋場 2015a, b, c），関係者で知見とスキルを共有し，彼らの司法アク

セスを保障していかなければならない。

10 当事者をめぐる様々な支援ネットワークの存在とその重要性

	述べた親族・知人・友人など親密な人々とのネットワークに加えて，それ

に接続しつつ，さらに広がりを持つ支援者のネットワークの重要性も，経験的

調査によって見出されている。問題や紛争に直面した人々をめぐっては，親

族・知人，福祉関係者，警察，弁護士等司法関係者などの支援ネットワーク
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が，しばしば存在し，重要な機能を果たしているという事実が見出され，その

意義が明らかにされている（樫村 2005，2006; 岡山リーガル・ネットワーク研究会

編 2006; 佐藤 2008, 2009; 吉岡 2013; 日弁連法務研究財団編 2017）。

従来，司法アクセスについては，個人から弁護士等へのいわば点から点への

直接的なアクセスがイメージされていたが，実態は，個人をとりまく知人・友

人などのネットワークと職業的支援者のネットワークが交錯し，結びついて，

問題や紛争の解決が試行錯誤される場合が少なくない（吉岡 2013; 佐藤 2008,

2009; 日弁連法務研究財団編 2017）。支援ネットワークと弁護士などの法専門家

が連携することによって，ネットワーク全体の支援機能が強化されるという洞

察が実務的にも極めて重要である
65)
。司法アクセスとは点としての司法への

つながりではなく，支援ネットワークへの司法のつながりと，そのようにして

機能強化された支援ネットワークへの人々のアクセスなのである。

研究においても，司法政策においても，この理解を反映させる必要がある。

研究面では，家族・知人・友人への相談が，弁護士その他の支援専門職者

に，どのようにしてつながって行くのか，司法以外の支援専門職者のネットワ

ークが問題・紛争の解決にどのように寄与しているのか，支援ネットワークと

弁護士等法専門職者とはどのような関係にあるのかなど，支援ネットワークの

機能と関係者の役割分担を，地域特性に即して（地方の過疎地域
66)
，東京・大阪

などの大都市部，地方の中核都市等々），明らかにする必要がある（吉岡［2013：

206-207］）。
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65） 吉岡（2013）が実態調査から得た貴重な洞察によれば，法的支援とは，各地域に自発的・

「自然発生的」（同: 105）に形成される「支援ネットワークを通じて流通する」（同: 207）もの

であり，弁護士が支援ネットワークとつながる（連携関係をもつ）ことによって，「支援ネット

ワーク全体のサービス提供可能性が高まる」ことがポイントである（同 99, 197-201, 207）。法

テラスのスタッフ弁護士は，ケース単位の採算に縛られないので，このような支援ネットワー

クと連携し，ネットワーク全体の機能を高めるという，一般の弁護士には困難な役割を積極的

に果すことができる（吉岡 2010, 2013: 197-208）。任期制のため，異動があっても安定的に存続

する連携関係の形成（同 114-125）を心がける必要があるが，司法アクセス政策上，司法制度

改革で導入されたスタッフ弁護士ならではの重要な役割である。なお，濱野（2016a, b, 2017a,

b, c, d）が示したように，福祉関係者や行政担当者と連携関係を形成するには，キーパースンと

「顔の見える関係」をつくることが重要であり（吉岡［2013: 118-121］も指摘），弁護士の側も

高い敷居を下げるよう心がけ，上から目線ではなく，対等なギブ・アンド・テイクの関係を意

識的に作る必要がある。

66） 吉岡（2013）は沖縄の離島を対象とした調査であった。



政策面では，弁護士や司法書士にとって，福祉関係者，医療関係者，教育関

係者，行政関係者など，法律家より市民に身近にあって，ネットワークを形成

している人々，とりわけネットワークの核になるキーパーソンとつながるよう

努め，「顔の見える」関係を作っておくことが司法アクセスを促進する上で重

要な方法であることが導かれる（吉岡 2013: 197-208; 濱野 2016a, 2017: 125-131）。

法律家も生活支援のための社会資源の一つにすぎないという発想への転換が求

められる。

11 紹介疲労の問題

支援ネットワークと密接に関連する問題で，主にイギリスの経験的研究によ

って明らかになったものであるが，referral fatigue（紹介疲労）の問題を正面

から採り上げ，対応策を講じる必要がある。わが国ではあまり論じられていな

いが（但し，濱野 2001b: 66-69, 2004b, 2006: 31-37, 2008: 166-173），非常に重要な

問題である。

一般の人々にとって，直面する問題・紛争の解決に最も適した支援者，サー

ビス提供者に一回でたどりつくのは容易ではない（濱野 2001b: 66，2008: 167; 佐

藤: 2009: 43-44）。相談機関の中で，身近な自治体の様々な相談窓口に赴くケー

スは少なくない。そのような最初のアクセス・ポイントで必要な対応ができな

い場合に，適切な別の機関に確実につなぐことができるか，また，適切なつな

ぎ方がされるかという課題がある。二番目の機関でさらに別の機関を紹介され

れば徒労感は募り，そこで諦めてしまうケースもあるだろう。イギリスで re-

ferral fatigue と呼ばれ，司法アクセス政策上，取り組むべき課題とされてき

た（濱野 2001b: 66-69）。「たらい回し」をいかに防ぐかという問題でもある。

イギリスの経験的研究によれば，紹介しても紹介先に赴かずに放置されるケ

ースが一定の比率で存在する（Genn 1999: 147, 148-50; 濱野 2008: 161-162）。重い

腰を上げて相談機関に出かけて説明をしたあげく，別の機関に行くように指示

されても，同じことをまた繰り返すことを考えると二の足を踏む者が多いので

ある。ここから，単に，別の機関の存在を教示する（signposting）だけでは不

十分であり，確実につなぐための積極的な行動（active signposting or referral），

特に，最初の機関で説明した事項の引き継ぎを含んだ紹介が重要であるとされ

ている（同 166-67）。

日本でも医療の世界では紹介状や検査結果の持参といった慣行が見られる。
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同様のことが法サービスでも検討する余地がある。現実にはそこまでのケアを

現場の相談機関や弁護士に求めるのは過剰な要求かもしれないが，利用者の側

に立てば当然の対応というべきであろう。人々が最初にアクセスした相談機関

で，適切な判断を行い，その機関が自らでは対応できない場合は，当該ケース

にふさわしい対応をすることができる他機関に確実につなぐ仕組を構築するこ

とが求められる。つないだ後，適切に対応がなされたのかのフォローアップも

重要である。わが国の現場でのこの「紹介」や「つなぎ」の実態や，紹介先に

たどりついた比率，紹介後の結果などに関する経験的研究は少ない（吉岡

2013; 日弁連法務研究財団編 2017 など)
67)
。

法テラス発足時に，その業務の一つである司法へのアクセス・ポイントのネ

ットワーク形成について，法務省は，同様の発想に基づいた指針を示していた

（濱野 2006: 30-32）。その後，この問題については関係者の関心が薄れているよ

うである。予算が制約され課題が山積している法テラスであるが，司法ソーシ

ャルワークと地域連携ネットワークの構築を推進しているこの時期に，あらた

めて，紹介疲労問題にも光をあて，対応策を講じるべきである。そのために

は，次に述べる，相談機関の初診能力の向上が不可欠になる。

12 初診能力の涵養の重要性

最後に，関連して，初診能力の重要性とその涵養の必要性という問題がある

（Legal Action Group 2003: 10; 濱野 2006: 36-37)
68)
。

イギリスで，mystery shopper と呼ばれる相談者に扮した調査員による相談

機関のサービスの質の調査が行われた（濱野 2008: 167-173）。その結果を分析

した法社会学者の Moorhead & Sherr（2002）は，弁護士や市民相談所

（Citizens Advice Bureau）の相談員の対応が適切でない場合が相当あり，自ら

の専門外の問題については，迅速に，適切な専門家を指示しなくてはならない
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67） わが国の現場における referral の実態については，エスノグラフィーによる調査研究を行っ

た吉岡（2013: 12, 100-102, 118）が「つなぎ」，「ふる」，「なげる」という現場で用いられてい

る言葉（「アカウント」）に即して詳細に分析している。「つなぎ」のフローが片方向と双方向の

場合があり，双方向であることが「〈連携〉の維持・再生産を促進する要因のひとつでもある」

という指摘（同 102）は参考にすべきである。

68） 小佐井（2010: 219）は，自治体法律相談において，今後「求められる最も重要な機能」を

「『問診・スクリーニング』機能」であるとする。



（active referral とまでは言わなくとも）とした。そこで重要になるのは，案件

が，自らが対応できる（すべき）ものか，そうでないかの判断能力と，専門家

としての謙虚な姿勢であることが強調されている（Moorhead & Sherr 2002:

58）。最初のアクセス・ポイントにおける不適切な助言，情報提供が，依頼者

の生活と利益に打撃を与えること，権利の侵害，紛争の悪化，それに伴う公的

資金の不必要な支出を招くこと，逆に言うと，最初のアクセス・ポイントにお

ける適切な助言と指示が，紛争の予防と公的資金の節約に大きく貢献すること

が示唆された（同 58-59）。

わが国ではこの問題に関して充分な経験的研究は行われていないが，類似の

状況にあることが推測される。

そこで，弁護士とそれ以外に分けて論点を整理しよう。

弁護士にとっての初診能力の問題は，法科大学院制度発足に伴い，わが国で

も弁護士による法律相談に関する文献が多数出版され，初診という表現が用い

られないにしても，議論の対象とされることがある
69)
。その点では，この 15

年ほどで状況は大幅に改善している。しかしながら，弁護士が最初の面談にお

いて，事案に即した適切な判断と対応をしているのかに関する経験的研究は不

足している。

自分の能力と経験を基準にすれば受任すべきでないケースで受任していない

か，受任しない場合，適切な助言をしているか，他の機関につなぐ必要性があ

る場合に，適切につないでいるか，といった問題があるが，実態は明らかでな

い。いろいろな理由で受任しない場合，体良く断るだけで，門前払いしている

に過ぎないケースは多いかもしれない。それでよいのか。そのようにあしらわ

れた人は，その後どうなっているのか，といった論点である。

また，弁護士のところには，法的対応可能性の有無にかかわらず，福祉や医

療，その他のサービスが必要な人々が訪れる確率が高い。弁護士は，そのよう

なケースが持ち込まれた場合，どのような対応をしているのであろうか。隣接

専門職者との連携が必要なケースも少なくないが，多職種連携は始まったばか

りである（一例として，自殺問題に関して生越編［2012］参照）。

弁護士以外の相談機関にとっては，自ら対応できる問題なのか，他の機関，
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69） 例えば，名古屋ロイヤリング研究会編（2009: 38-64）は「初回面談の基本技術」について

詳細に論じている。



とりわけ，弁護士につなぐべき案件なのかを的確に判断できているのか，自ら

対応できないと判断した場合に，どの機関につなぐべきかの判断が的確か，つ

なぐことができる機関に紹介して適切に対応してもらえるような信頼関係がで

きているのか，などが論点である。

特に，法律問題が含まれているケースにおいて，そのことを認知できるか，

認知したとして，どのような対応が適切なのか，及び，どの弁護士あるいは法

的機関につなぐのが適切なのかを判断する能力を持っているのかが問われる。

この問題についても，実態はほとんど明らかになっていない。法テラスのスタ

ッフ弁護士が関わる地域連携ネットワークの研究によれば，現場の福祉職者や

公務員とスタッフ弁護士との間に「顔の見える関係」が出来ていて（比較的公

式的な関係はホットラインと呼ばれる場合がある），まずは，何でも相談して下さ

いという姿勢でスタッフ弁護士が準備しているならば，現場の初診能力はかな

り高くなる場合がある（山口 2015, 2017a, b）。

理論的には，弁護士にとっても，他の相談機関にとっても，初診能力を涵養

する方法としては，教育・研修以外に，そのサイトにおいてワンストップで複

合的な初診能力を確保する方法と，外部の専門家と迅速に連携できる条件を整

えておくという方法がある。

前者は，そのサイト内に複数分野の専門家を準備しておく方法である（濱野

2008: 172）。共同法律事務所で専門分野のバラエティを考慮しているケースは

それである。行政の相談機関などでも多様な専門分野の相談員を揃えておくケ

ースや，法テラスの情報提供業務において，情報提供担当職員の他に弁護士を

当番で待機させて必要に応じてその場で助言する工夫はその例である。

後者の例としては，行政などの相談員が法テラスの情報提供を利用するケー

スや，上記の法テラスのスタッフ弁護士とのホットラインがある（山口: 2015,

2016, 2017a, b）。いずれも，最前線の現場を法テラスが後方支援しているという

役割分担である
70)
。また，福岡弁護士会と法テラス福岡の協定例のように，

情報提供担当職員では対応困難なケースの場合に，外部の当番弁護士に聞き取

りメモを渡し，追って弁護士が相談者に電話をかけて助言するシステム（弁護

士ナビゲーション，略称弁ナビ，藤尾［2016: 109］）も，初診力を高め，紹介疲労

を回避する工夫と言える。

紹介疲労の問題とあわせて，初診能力に焦点を絞った経験的研究が必要であ

る
71)
。
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13 ま と め

Ⅳでは，最初のアクセス・ポイントまでの論点について，最近の経験的研究

の成果に基づいて整理した。

まず，人々の相談行動・法使用行動・紛争行動は，問題類型・紛争類型ごと

に差があり，その規定性が強い。司法政策においては問題や紛争の類型ごとの

人々の行動の違いを前提に個別的な対応が必要になる。

弁護士へのアクセスは，個人的資源（人脈）の中に弁護士等法専門家を持っ

ていたり，過去にその利用経験がある人ほど促進されやすい傾向がある。その

ような資源を持たない人々に焦点を絞って，司法アクセスを充実させる制度的

工夫が求められる。

他方で，近年の弁護士急増とともに，弁護士への普遍主義的経路が拡充して

おり，個人的資源の中に弁護士を持たない人々の法律相談や弁護士利用が進ん

でいることが示唆されている。普遍主義的な媒体としての広告・宣伝の質の確

保が重要な課題になる。そうした普遍主義的なアクセス・ポイントには特有の

困難があり，対応が求められる。

また，司法アクセスを促進する上で，親密な人々との人的ネットワークが重

要な役割を果すことが明らかになっている。この点で，孤立した人々が親密な

関係を周囲の人々と形成できるような配慮（ケア）が重要になる。

関連して，法的ニーズが認知される過程に様々な障害要因があることが明ら

かになり，法的ニーズの認知過程における法専門家や支援者とのやりとり（相

互作用）の重要性が指摘されている。このような潜在的な法的ニーズをいかに

顕在化させるかが課題として浮上しており，アウトリーチや福祉職者との連携

司法アクセスに関する論点（濱野 亮）
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70） イングランドのコミュニティ・リーガル・サービス・パートナーシップにおいて，active

referral を行う seamless なネットワークの構築が目指された（濱野 2001b: 65-68）。しかしな

がら，狭い分野のスペシャリストを至る所に確保する必要も資金もないので，現実には障害が

大きく行き詰まった（濱野 2004b）。そこで，例えば，各地の最前線にいるジェネラリストか

ら，多様な分野ごとのスペシャリストに迅速に指示ないし付託できる仕組みの構築（ハブとス

ポークという表現が用いられた）が，より実現可能性の高い選択肢として試みられた。ジェネ

ラリスト自身が，専門家から電話で助言を得る second-tier service（いわば後方支援サービス）

も導入された（同，East Midlands Legal Services Committee 2003: 9, 11, 17）。

71） 法テラスでは情報提供業務に関して，「ミステリーコール調査」（相談者を装った調査員が，

情報提供職員の電話対応を評価する調査）を毎年実施して，情報提供の質の向上を図っている

（日本司法支援センター編著 2017: 28）。このデータは分析して現場にフィードバックしている

とされている。



といった新しい手法が提唱・実践され始めている。

社会的排除状態にあって法を拒絶する人々について，司法アクセスを実現す

るには，より一歩踏み込んだ対応が必要になる。法的ニーズが潜在しているケ

ースであり，通常の潜在的ニーズ顕在化のアプローチは有効であるが，彼らの

特別な心理状態と社会状況への深い理解を踏まえた働きかけが求められる。

また，近年，様々な専門家や関係者による支援ネットワークの存在と重要性

が発見され，注目されている。このネットワークに弁護士等法専門家が加わる

ことによって，そのネットワークの機能が高まるのであり，司法アクセスと

は，点としての司法へのつながりではなく，支援ネットワークへの司法のつな

がりと，そのようにして機能強化された支援ネットワークへの人々のアクセス

なのである。

以上のように，親密な一般的な人的ネットワークや専門家などの支援ネット

ワークの重要性が意識され，また，普遍主義的な経路が拡大するにつれ，最初

のアクセス・ポイントにおける質の向上という問題を司法アクセス政策におい

て採り上げる必要が生まれる。紹介疲労の回避，初診能力の向上である。今後

取り組むべき極めて重要な課題の一つである。

Ⅴ 最初のアクセス・ポイント到達後の過程

� 最初のアクセス・ポイントの決定的な重要性と困難

直接あるいは人を介して最初に接触した相談機関（法律事務所，司法書士事務

所，弁護士会・自治体の法律相談に限定せず，各種の行政相談や，民間の相談機関

を含む）を最初のアクセス・ポイントと呼ぶとすれば，そこにおける対応は司

法アクセスの成否と帰趨ならびに質を左右する決定的に重要な意味を持ってい

る
72)
。他方で，最初のアクセス・ポイントには，法的対応が不可能あるいは

不適切な案件が持ち込まれる可能性が高く，精神的なケアが必要なケースが少

なくない等，特有の困難がある
73)
。このことは，紹介者を経由しないケース

が多数を占める一般的な相談機関（弁護士会法律相談，法テラスでの情報提
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72） 濱野（2004a）で，わが国の行政機関における各種相談窓口が大量の案件を処理しつつ，司

法へのアクセスを結果的にスクリーンしている可能性について示唆した。自治体の相談に関す

る経験的データに基づく分析として田巻（2010），小佐井（2010）参照。



供，自治体の相談機関など）において特に問題になる。サービス提供者側の能

力ならびにスタンスと，利用者（相談者）側の要望のミスマッチもおこりやす

い（田巻 2010: 216, 219-220; 小佐井 2010: 200-203）。経験的データによれば，弁

護士による法律相談（弁護士会法律相談や自治体の法律相談）と，自治体の一般

相談（弁護士によらない一般職員によるもの）とを問わず，利用者の満足度は低

い（田巻 2010: 221-231; 小佐井 2010: 207-209）。

最初のアクセス・ポイントにおいてなされるべきことは，先に述べたよう

に，適切な初診である。持ち込まれた問題・紛争の本質の把握，持ち込んだ人

が何を求めているかの把握，相手方の状況と相手方の対応・要望の仮説的推測

が不可欠である。その上で仮に法的に対応するとした場合に，どのような論点

があり，どのような証拠が必要か，について可能な範囲で情報を集めることに

なろう。本人から情報を集める場合に，感情・心理面でのケアが必要なケース

も少なくなく，正確な情報の収集という目的と折り合いを付ける配慮が求めら

れる場合がある（菅原・岡田編 2004: 51-88; 中村・和田 2006: 13-17, 71-88; 名古屋

ロイヤリング研究会編 2009: 38-54，特に 41-42, 47-48）。また，法的に重要な情報

の収集と，紛争の真の争点の探索や本人のニーズの探知との両立は容易ではな

く，スキルが求められる（菅原・岡田編 2004: 182-193; 中村・和田 2006: 9-10,

93-129）。

最初のアクセス・ポイント，とりわけ，一般的な相談機関に特有の困難を詳

しく見ると次のようなものがある。

第一に，法的対応が不可能な事案を含め，種々雑多な相談が持ち込まれざる

をえないため，きちんとした対応をするには時間が必要になり，精神的な負担

も重い。特に公的な法律相談のように時間制限がある場合には，難しい対応に

迫られるケースが少なくない。それ以外の場合でも，時間を切り売りしている

ともいうべき弁護士にとって，時間を切り詰めるか，手短に振り分けるための

判断をせざるをえないケースが多いだろう。前さばきのための特別の人員を低

コストで用意できればよいが現実には難しい。通常，紹介者のいるケースを弁

護士が好むのはいろいろな理由があるが，一定のスクリーンが既になされてい

司法アクセスに関する論点（濱野 亮）
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73） 榎本修弁護士は，「弁護士にとって法律相談は非常な重労働である」と言う（名古屋ロイヤ

リング研究会編 2009: 53）。小佐井（2010: 219）も自治体法律相談における弁護士の負担の重さ

を指摘する。



る点で筋の悪いケースを除く手間が省けるためと，紹介者を配慮して時間を投

入することが，長期的にみて見返りを期待できるためであろう。

加えて，もし，狭い法的な観点に限定しないホーリスティックなアプローチ

（濱野 2001b: 152-53 , 2016: 178[17]-177[18]）を採るのであれば，前さばきの担

当者といえども，相当の能力と経験が求められ，それなりのコストがかか

る
74)
。

第二に，外部に対して取扱分野を特定しない場合は，持ち込まれる種々雑多

な相談に対応できるだけの幅の広い能力・知識・経験が必要になる。法律事務

所の場合は，ケースを他に紹介することが業務上マイナスになる場合も少なく

ないだろう。ワンストップで，ある程度の幅の対応能力を確保する必要があ

る。

第三に，当該機関で直ちに対応（聞き取り，助言，受任）できないケースが

持ち込まれることも少なくない。その場合，理想的には，当該ケースに確実に

対応することができるサービス・プロバイダーを紹介し，そこに確実につなぐ

対応が求められる。そのためには，できれば近隣に，様々な分野のサービス・

プロバイダーと「顔の見える」信頼関係を築いておく必要がある。開業医と専

門医の関係に類似している。しかしながら，弁護士や司法書士の場合，現状で

は，あまり専門化が進んでいないので，手術を必要とする患者が内科医にやっ

て来るような事態が頻繁に生じている可能性がある。この点で医療と比べて著

しく不十分な状況であると推測されるが，実態に関する経験的研究は不足して

いる。

このように，最初のアクセス・ポイントには，前さばきと適切な初診の双方

を満たす人材を配置する必要があり，かつ，信頼できる振り分け先・紹介先が

確保されていなければならない。そのような条件が満たされている相談機関が

どの程度存在するのか，現実に，相談機関において，どのような対応がなされ

ているのかを経験的調査で明らかにする必要がある
75)
。
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74） ホーリスティックな対応を目指して法律事務所に，法的基礎知識とカウンセリング適性を持

つ補助職員（「リーガル・コーディネーター」）を配置し，対応を試みている実践として，麻田

（2006），麻田・加地・仁木（2005）参照。

75） 前記の田巻（2010），小佐井（2010）のほか，全国調査に基づく初回相談の実態に関する分

析として上石（2010）参照。



� アクセス・ポイント到達後の論点

以上は，最初のアクセス・ポイントに到達するまでの段階における主要な論

点である。次に，到達後，紛争終結に至るまでの論点を概観する。経験的研究

は，訴訟行動
76)
以外はまだ少ないので，司法アクセスの観点からの研究課題

の提示を行うにとどめる。弁護士が受任したケースに限定して検討する。

まず第一に，依頼者とのコミュニケーションと対応戦略の選択の局面におけ

る，司法アクセスの観点からの重要論点である。

この段階で重要な作業は，問題・紛争の本質を探り，依頼者の要望（表明さ

れた希望）とその背後にあるニーズ
77)
を明らかにすることである。並行して，

法的要件に照らした関連事実の証拠，それ以外の重要な背景事実に関する証拠

を探り，それらに基づき事実関係についての概要を把握する。その上で，どの

ようなアプローチを採るのか（問題解決型アプローチを採るのか否かなど）を，

依頼者と協議する。交渉その他の ADRを含め，手続き・過程の選択肢を依頼

者に提示し，それぞれのメリット・デメリットを説明し，どれをまず試みるか

依頼者と協議する（中村・和田 109-120; 名古屋ロイヤリング研究会編 2009:

38-100 ; 中村真 2016)
78)
。

相手方との交渉の場面での代理人弁護士の行動の在り方も重要な論点である

（名古屋ロイヤリング研究会編 2009: 168-220; 日弁連法科大学院センター・ローヤリ

ング研究会編 2016）。主に，交渉における弁護士倫理及び弁護士活動の手法と

して論じられてきた（太田・野村編 2005; 太田・草野編著 2007; 塚原他編著 2007:
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76） 訴訟行動ついては，佐藤・菅原・山本編（2006），民事訴訟制度研究会編（2007, 2012），日

本法社会学会編（2005），フット・太田編（2010）参照。

77） 表出された要求（ポジション）と，その根底にあるニーズあるいは利益（interests）との区

別という思考法は，交渉学の基本的知見の一つであるが（フィッシャー他 1998 = 1981：

5-21），要求の根底にあるものを，「ニーズ」としてとらえるか，利益（interest）としてとらえ

るかは，交渉における問題解決をどう理解するかに関わる重要性がある。この論点につき，

Menkel ‒Meadow（2003: xxiii）は，利益（interests）を考慮するだけでなく，その背後あるい

は根底に潜むニーズ（needs）に焦点を当てるべきであると主張する。彼女は，「弁護士は，依

頼者との面接その他のやりとりを通じて，『利益』という短期的で当該ケース限りのものを超え

て，より長期的なニーズを探ることにより，依頼者及び影響を受ける第三者のニーズを明らか

にすることに役立つ」とする。より詳細には，伝統的な当事者対抗的な交渉（adversarial

negotiation）に対して，ニーズを探求してそれに基づく問題解決型交渉（problem-solving

negotiation）を提唱した画期的な論文（Menkel ‒Meadow 1984, 特に 724-829）を参照。

78） 弁護士と依頼者のコミュニケーションに関する数少ない経験的データに基づく研究として木

下（2002）参照。



159-180 ; 田中 2009: 227-250; 小林編 2012: 254-289; 日弁連法科大学院センター・ロ

ーヤリング研究会編 2016）が，実態に関する経験的研究はわが国ではあまり行

われていない
79)
。経験的研究を蓄積し，それを法曹倫理と専門職責任の研究・

教育に反映させることが望まれる。

第二に，紛争解決の質が司法アクセスの保障の重要な要素である。司法にア

クセスした後，どのような対応がなされ，どのような解決が得られるかまで視

野に入れなければならない。伝統的な法学の研究は，依然として，判例の法的

ディスコース・レベルの精緻な分析にとどまる場合が多い。メインストリーム

の法解釈学にとって，第二ステージの司法アクセスの実態は視野の外にある。

「法と経済学」や「法と心理学」の影響が法解釈学に及んでいく程度に応じて，

事態は改善されるかもしれない。

第三に，個別の問題・紛争の解決だけでなく，そこから構造的ないし制度的

問題の存在が明らかになった場合には，制度改革を含め，政策的に対応するこ

とまで，司法アクセスにおいて視野に入れなければならない（カペレッティ＆

ガース 1981: 55-60）。この局面については，公益訴訟（政策形成型訴訟，構造改

革訴訟）を中心に研究が蓄積している（日本法社会学会編 2005; 佐藤 2006; 秋葉

2012, 2014）。しかしながら，裁判所の機能に焦点が当てられる傾向がある。個

別紛争から制度改革に結びつけていく過程における障害とそれへの対処や，判

決後に制度改革に向けてなされる関係者の相互作用とその規定要因に関する社

会科学的研究を，司法アクセス論として一般化することにより，司法アクセス

拡充政策にフィードバックする必要がある。例えば，法律扶助による公益訴訟

促進政策，法テラスのスタッフ弁護士による公共訴訟への取組促進策など
80)

である。

従来，司法アクセスについては，アクセスするまでの第一ステージに焦点が

当てられる傾向が強かった。しかしながら，最初の接触後，紛争が終結（解

決）するまでの過程（第二ステージ）における関係者の対応の質，当事者の納

得と満足度，紛争処理の社会的費用や先例的価値（公共性）なども，等しく重
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79） 最近の民事紛争過程に関する経験的研究（訴訟と関係者の紛争処理過程について）として小

佐井（2004-2007）参照。交渉過程に関する海外の法社会学の代表的な経験的研究としては，

Genn（1988）がある。

80） アメリカの民事スタッフ弁護士による法改革活動について紹介し，法テラスのスタッフ弁護

士の役割について示唆を与える池永（2006）参照。



要な問題である。二つのステージの連関性を含め，総合的にとらえる必要があ

る。今後は，この点を視野に入れて研究を進め，政策に反映させる必要があ

る。

Ⅵ む す び

最後に，本稿の成果を要約し，今後の課題を研究面と政策面に分けて提示す

る。

まず，本稿の成果の要約である。

第一に，「司法アクセスの保障」という概念の明確化を行い，第二に，近年

の経験的研究の主要成果を整理した。

「司法アクセスの保障」における「司法」概念は，狭義の裁判所に限らず，

弁護士，ADRなどを含む広義の司法システムを指し，また，「正義」へのア

クセスをも含意するが，狭義の法的正義（法的権利の適正な手続きを通じた実現

を中核とする）に限定せず，広く，紛争・問題の適切な解決をも含む広義にと

らえる。

次に「保障」の意味であるが，これは，以上のような意味での「司法」を現

実に利用できる選択肢が万人に保障されていることを意味する。そこでの本人

の選択は，関わりを持つ人々，とりわけ弁護士をはじめとする法律家や相談機

関の相談担当者や各種支援者とのやりとり（コミュニケーション）を通じて，

法的な対応以外の選択肢に関する情報も得た上での意思決定によってなされる

ことが保障されていることを含意する。

また，紛争・問題の適切な解決をも含む広義でとらえた「司法アクセス」概

念においては，司法へたどりつく段階（第一ステージ）と，たどりついた後，

どのような問題紛争の解決がなされるかという段階（第二ステージ）の双方が

対象となる。従来，前者のみを対象とする傾向があったが，後者を含めて総合

的に司法アクセスをとらえなければならない。

次に，近年の経験的研究の成果に触れつつ，司法アクセスに関する主要論点

を整理した。

まず，従来の調査方法では探知できない，本人が認識していない法的ニーズ

の存在に光をあて，そのための調査方法の工夫と，政策面への反映が求められ

る。従来の研究と政策は，本人が認識している法的ニーズについて，司法アク
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セスを妨げる要因（主要因として資力，情報，地理的距離）を挙げ，それらを除

去する制度的工夫が，司法アクセスを促進する政策として位置づけられてき

た。これに対して，近年の経験的研究と理論的研究は，本人が認識していない

法的ニーズ（潜在的法的ニーズ）の存在をも重視し，研究面で，調査方法の工

夫が必要であると認識し，政策面で，その顕在化の方法と，顕在化したニーズ

を司法につなげる工夫が必要であるとする。

関連して，法的ニーズは，本人をめぐる様々な人々との相互作用の過程で形

成（構築）され本人の認識に至るという洞察が重要である。従来，法的ニーズ

は客観的に存在しているという前提で調査研究や政策形成がなされていたきら

いがあるが，それは正しくない。この法的ニーズが構築される相互作用の過程

はまだほとんど研究されていない。政策面に反映させるためにも，重要な研究

課題である。本人をめぐる様々な人の中には，知人・友人など親密な人々，法

専門家，福祉関係者などの支援者が含まれる。彼らは，本人の法的ニーズ認識

過程に重要な役割を果すが，広い意味の多様な支援機能も同等に重要である。

単に法的権利の実現という視点にとどめず，問題・紛争の良い解決，総合的な

支援を視野に入れて，本人をめぐる様々な人々の機能を経験的調査により明ら

かにする必要がある。なかでも，法専門家と福祉関係者を含めた地域の支援ネ

ットワークの存在と機能が発見され，その開発と活用が論じられている。

次に，司法アクセスの保障にとって，上記の本人をめぐる様々な人々のネッ

トワークの重要性が明らかにされつつあるとともに，他方で，インターネット

や各種広告媒体を手がかりにした弁護士会など公共機関の法律相談の利用や，

直接，法律事務所に赴くといった，より普遍主義的な司法アクセスの経路が広

がっている。そうした普遍主義的なアクセス経路と，それによってもたらされ

るケースへの対応には特有の困難がある。既存のネットワークと普遍主義的な

経路の双方にとって，最初のアクセス・ポイントが重要であり，そこにおける

困難と課題について研究をさらに進める必要がある。初診能力，紹介疲労，ア

ウトリーチ，多職種連携による総合的支援といった論点である。普遍主義的な

経路で顕在化したニーズを様々な支援ネットワークと連携して総合的に支援す

るアプローチが求められる。

アクセス・ポイント到達後の段階（第二ステージ）の論点としては，第一に，

依頼者とのコミュニケーション，対応戦略の選択，相手方との交渉における代

理人弁護士の行動の在り方，第二に，紛争解決の質，第三に，構造的・制度的
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問題が明らかになった場合の対応の必要性を指摘した。

最後に，今後の課題の要点を研究面と政策面に整理する。

研究面では，既に述べた具体的な研究課題について，司法制度改革後の弁護

士の大幅増加のもとで，どのような状況にあるのか，司法アクセスの改善はど

の程度進んでいるのか，どこに困難と問題が存在するのかを経験的研究により

明らかにする必要がある。法的ニーズ顕在化を妨げている要因，支援ネットワ

ークの機能と課題，最初のアクセス・ポイントにおける対応状況と課題など

を，地域特性の違いに留意しつつ解明する作業が特に重要である。

政策面では，とりわけ，弁護士過剰という今日流布している言説について，

潜在的法的ニーズが存在しないのか，顕在的法的ニーズが充足されているの

か，という観点から吟味する必要がある。そのうえで，適切な弁護士増加率

（司法試験合格者数の水準），各種相談のあり方の再検討・質の向上，支援ネッ

トワークとの連携の推進，法テラスのスタッフ弁護士の役割について検討する

手がかりの提供をめざしたい。
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